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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月11日（金曜日）

開 会 午前10時５分

散 会 午後５時33分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予算

（保健医療部所管分）

２ 甲第20号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

３ 甲第21号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

照 屋 大 河君 比 嘉 京 子さん

瀬 長 美佐雄君 玉 城 ノブ子さん

喜友名 智 子さん 上 原 章君

欠席委員

翁 長 雄 治君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

医療技監兼保健衛生統括監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 名 城 政 広君

医 療 政 策 課 長 宮 城 優君

健 康 長 寿 課 長 比 嘉 貢君

地 域 保 健 課 長 国 吉 悦 子さん

感 染 症 対 策 課 長 嘉 数 広 樹君

ワクチン接種等戦略課長 城 間 敦君

衛 生 薬 務 課 長 田 端 亜 樹君

衛生薬務課薬務専門監 池 間 博 則君

国 民 健 康 保 険 課 長 仲 間 秀 美さん

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 玉 城 洋君

病 院 事 業 総 務 課 長 上 原 宏 明君

病院事業総務課看護企画監 津 波 幸 代さん

病院事業総務課班長 松 元 博 久君

病 院 事 業 総 務 課 佐久本 愉君
人 事 労 務 管 理 室 長

病院事業総務課新型コロナ 當 銘 哲 也君
ウイルス感染症対策室長

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 玉 城 和 光君

南部医療センター・ 和 氣 亨君
こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん
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○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第20号議案、甲第21号

議案の調査及び予算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

これより、病院事業局長より病院事業局関係予算

議案の説明を聴取し、予算議案を調査いたします。

それでは、病院事業局長から病院事業局関係予算

議案の概要の説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 委員の皆様おはようござ

います。

それでは、病院事業局所管の第21号議案、令和４年

度沖縄県病院事業会計予算について御説明申し上げ

ます。

サイドブックスに掲載されております令和４年第

１回沖縄県議会（定例会）議案（その１）に基づい

て御説明いたします。

59ページを御覧ください。

令和４年度沖縄県病院事業会計の予算につきまし

ては、病院事業の持続的な経営の健全化を目指す予

算案の作成を行うこと、各病院における患者数の動

文教厚生委員会記録（第３号）
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向及び経営状況を踏まえ、沖縄県立病院経営計画に

掲げる３つの目標を達成する経営改善による効果を

加味した予算案の作成を行うこと、現下の経営状況

を踏まえ、収益向上につながる取組及び費用の縮減

・効率化の取組をなお一層推進し、効率的な企業経

営を実現する予算案の作成を行うことを基本方針と

し、あわせて新型コロナ感染症の対応に伴う影響を

勘案して予算を編成しております。

それでは、議案の概要について御説明いたします。

まず初めに、第２条の業務の予定量について、（１）

の病床数は、６病院合計で2149床としております。

また、（２）の年間患者延べ数は、同じく６病院合計

で134万5821人を見込んでおります。（４）の主要な

建設改良事業は、災害拠点病院施設整備事業となっ

ております。

第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

収益は653億8957万1000円を予定しており、収益の内

訳は、医業収益が523億3202万2000円、医業外収益が

128億7910万8000円、特別利益が１億7844万1000円と

なっております。

続きまして、病院事業費用は674億3416万8000円を

予定しており、費用の内訳は、医業費用が662億5209万

3000円、医業外費用が８億5649万円、特別損失が３億

1558万5000円、予備費が1000万円となっております。

60ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などに係

る予算で、資本的収入は43億6815万4000円を予定し

ており、収入の内訳は企業債が23億750万円、他会計

負担金が19億9868万5000円、他会計補助金が3099万

6000円、国庫補助金が3097万2000円、寄附金が1000円

となっております。

次に、資本的支出は64億7126万5000円で、支出の

内訳は、建設改良費が24億3178万6000円、企業債償

還金が38億3947万4000円、他会計借入金償還金が２億

3000円、無形固定資産と国庫補助金返還金がそれぞ

れ1000円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する21億311万1000円は、損益勘定留保資金で補塡す

ることとしております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について定めてお

ります。

第６条の企業債は、限度額を23億750万円と定めて

おります。

61ページに移りまして、第７条の一時借入金は、

限度額を70億円と定めております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、

各項の間で流用できる場合について定めております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することが

できない経費は、職員給与費と定めております。

第10条の他会計からの補助金は10億5227万6000円

を予定しております。

第11条の棚卸資産購入限度額は、薬品及び診療材

料に係る購入限度額について、129億8275万4000円と

定めております。

第12条の重要な資産の取得及び処分について取得

する資産は、器械備品で、Ｘ線コンピューター断層

撮影装置１件、循環器用Ｘ線血管造影装置１件、院

内ネットワーク機器１件、核医学診断用装置１件を

予定しております。

以上で、甲第21号議案令和４年度沖縄県病院事業

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

つきましては、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ・番号及び事業名等をあらかじ

め告げた上で、説明資料の該当ページをタブレット

の通知機能により委員自ら通知し、質疑を行うよう

御協力をお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第21号議案に対する

質疑を行います。

比嘉京子委員。



－409－

○比嘉京子委員 おはようございます。

各病院の院長先生方を予算と決算で御出席いただ

いております。この２年余り、県立病院におかれて

はコロナウイルスから県民の命を守ると同時に、救

急搬送により急患の対応にも365日24時間当たってこ

られました。心からの敬意と感謝を申し上げます。

県民の生命の最後のとりでである病院現場が医療に

専念できるためにどのようなことが求められている

のかを知るために、以下、質問をいたします。

まず、１番目に病院長にお聞きしたいと思います。

長きにわたり、コロナウイルスからの対応を迫られ

たわけですけれども、この２年余の対応を踏まえて、

今後の病院の在り方について各病院長から御提言が

あればいただきたいと思います。

○久貝忠男北部病院長 おはようございます。

コロナ対応から今後の病院の在り方という御質問

ですけど、まず、北部病院はこれまで大型の機器と

か人工呼吸器など、買換えが難しい状況がずっと続

いていたんですが、今回のコロナ関連予算でそれら

を整備することができました。もう一点は、これら

の機器の活用をですね、柔軟に行われることで、治

療に専念することができたことは大変よかったと思

います。

しかし、そういうふうな人工呼吸器とか特にＥＣ

ＭＯなんかは、それを扱える人材がやっぱりちょっ

と手薄であるということで、その辺の問題は残って

いるかなと思っています。

今後の病院の在り方ですけれど、今回非常に痛切

に感じたのは、平時と非常時の切替えというのが非

常に難しいと。それをやるためには、平時から人材

を確保しておかなければいけないんですけれど、こ

れは私の考えですが、この切替えは病院単独でやる

ということはやっぱりとても難しくて、地域全体で

巻き込んでやっていくことが大事かなということを

感じました。そのためには地域医療構想とか一刻も

早く進めていただければ、そういうのに平時、非常

時にも強い体力ができるんじゃないかと思っていま

す。病院の再編とか集約化―そういうことで、病院

によって、我々の病院はこれを診ると。それでそち

らの病院はこういうのを診てくださいと。そういう

ふうなことができれば、より非常時にも今後は対応

できる、こういう切替えをですね。その体制をつく

ることが大事かと思っています。

以上です。

○玉城和光中部病院長 よろしくお願いいたします。

まず、今回の第６波のときのピーク時の対応の状

況をちょっと申しますと、病床は最大で84床を休止

しています。当然これはコロナの対応に当たるため

でございます。これは約２病棟分に当たる病床となっ

ております。

職員の感染もやっぱり出てきておりまして、職員

の休職は最大で92名が休職をするに至っている状況

がございます。

まず、比嘉京子委員の質問について、ハード面、

ソフト面という形でお答え申し上げますと、まずハー

ド面のほうからいいますと、コロナ禍において建物

の構造上の問題、当院はこれがもう非常に明確になっ

たということですね。また、様々な部門の設立によ

り増築とか改増築とかが行われていますけれど、やっ

ぱり建物の狭隘という問題がもう非常に立ちはだ

かっております。それもあって将来的に見据えた―

これはビジョンでも話しましたけれども、やっぱり

新病院の建設を検討する必要があるということを盛

り込んだのもその理由でございます。

感染症指定病院としての体制強化として、陰圧等

の設備もありますけれども、まず医療設備の中でも

患者の動線の区分けも非常に難しいという状況が

あって、当院の感染症科の工夫でこれを何とか乗り

切っているということです。一般診療と感染患者が

交差するところがどうしても出てしまうという問題

があります。病棟の個室とか集中治療室、手術、透

析、化学療法室等の整備もやっぱり必要であるかな

というふうに思っております。いわゆる十分でない

ということが、今回分かってきております。

ソフト面から、まず対外的に言いますと、臨時の

医療施設とか野戦病院とか、待機ステーションの流

行の早い段階からの検討というのは、やっぱり県と

市町村の連携強化とか地域医療機関との非常時の連

携を話し合う仕組みをつくるということですね。こ

れは何を言っているかというと、医療圏ごとの地域

全体でのＢＣＰの策定と病院間の協定を締結して、

災害時のＥＲ救急の実践、何でも受け入れられる体

制をつくるということで、これは大事かなと思いま

す。

また、人材確保が残念ながら十分にできていない

状況があります。特に看護部門においては、３月９日

の時点で産休・育休の通常の休職、約30名に加えて、

看護補助員等を含めるとまたさらに約30名、コロナ

関連で休んでいるという状況があります。看護師は

もちろん、管理栄養士とＭＳＷ等も同様で、定数が

あってもコロナ禍では年度途中でタイムリーに人材

を確保することも非常に難しくて、また看護師に至っ
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ては、採用できても感染症対応を含め即戦力として

やっぱり働けるかどうかという、すぐ働けるという

わけではないという場合も多いので、さらに職員の

教育、育成にまた労力を割かないといけないという

現場の大変なところがあるというのも分かっており

ます。

私からは以上でございます。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

県立の各病院は、災害時の拠点病院でもあるため、

非常時においても成人、小児の救急医療や周産期の

医療など、そういった機能は維持していかなければ

なりません。新型コロナウイルス感染症の流行期に

あっても、コロナ患者とコロナ以外の救急患者の両

方の診療が求められ、これを両立するために当院で

は、第５波と第６波のピーク時に災害時事業継続計

画、すなわちＢＣＰを発動して、一般診療の多くを

中止し、コロナと救急医療、この２つに特化した診

療を行いました。

これは単独の病院でできることではなく、先ほど

北部病院長が述べられたように、地域医療機関の協

力があってできることですし、中部病院長のおっしゃ

るように地域でのＢＣＰというものは今後必要に

なってくると考えています。

当院の機能としては、平常時は高度医療や南部圏

域の地域医療を支援する病院としての機能を果たし、

コロナ禍においては災害拠点病院としての役割を果

たす、その時々のニーズに応じた医療を県民に提供

することが当院の在り方であると感じています。

以上です。

○本永英治宮古病院長 宮古病院では、昨年の１月

に第３波によるコロナ患者の急増を見まして、医療

崩壊の手前まで追い込まれました。それで自衛隊を

応援に呼びまして、それで対応した中で、我々はこ

の地域で医療が逼迫する要因が６つあるというふう

に見ています。

その１つ目は、重症患者が出るということですね。

２つ目は、高齢者の患者の入院が増えるということ

です。３つ目に、複数の高齢者施設でのクラスター

発生ですね。４つ目に、市中感染がかなり多く増え

るということです。５つ目に、一般患者の救急患者

が増えて入院が増えるというのも、病院が逼迫する

原因というふうに考えています。６つ目に、院内感

染です。院内感染が起こると、これは医療危機にな

るというのはもう見えていたので。１から今挙げた

５つのことは、宮古病院は経験しました。まだ院内

感染は経験してないんですね。

それで我々の対策としては、このような医療危機

を防ぐためにも、地域のシステムとして、医師会と

保健所、それから宮古島市、ホテル療養、自宅療養、

そういったものをネットワークで対応していく、シ

ステムとネットワークで対応していくというので現

在までそれをやって、うまく功を奏しております。

ただし、入院患者がもっと増えて、高齢者施設で

の―特に超高齢者ですね、介護が必要とする入院患

者が増大してくるときに、高齢者施設で施設職員が

かかって、さらに入所患者がかかっているときに大

きな問題が出ると。例えばそのときに高齢者がどん

どん宮古病院に入院すると、９割ぐらいは介護が必

要なケアになるんですね。それから、治療が１割か

ら２割。ということは、介護に相当看護師の手が奪

われている状況があります。そこを何とかしないと

いけないというので、これを新しい課題として我々

は考えています。

それで比嘉京子委員の質問に対して、ハード面で

今宮古病院が一番大事に思っているのは、院内感染

を防ぐためにどうしたらいいかということです。そ

れで一番は外来の待合室で、やっぱり患者が増えて、

その中に無症状の患者がいたときにうつす可能性が

あるということで、外来待合室では狭いだろうと。

それから、救急室の待合室が狭いですね。そういっ

たところから感染の火花が出てくるんじゃないかな

というふうに考えております。

それでこの件に関して、一応今年、宮古島市の夜

間休日診療所を無償譲渡してもらって、そこを広げ

て感染対策として対応しようというふうに思ってい

ます。待合室をまず分けて、発熱の患者とそうじゃ

ない一般患者に分けて対応していくということで、

感染症に対する水際計画、対策をしようと考えてい

ます。

それからソフト面なんですけれども、この６波に

至る前から宮古病院は、実は産休・育休、それから

病休、それから長期研修などで看護師が結構不足し

ていました。不足した中でどうやってコロナの対応

をしていくかというのをずっと考えていまして、第

６波を迎えたわけなんですけれども、第６波では実

は職員がマックス44名休まれたことがあったんです

ね。日頃からでも看護師の数が少ない中で、またさ

らに44名の医療従事者が休まれたということで、そ

れはもうすごい危機だったんですけれども、何とか

手術制限とか、検査制限、外来制限ということで対

応しながら、それから一般病棟の病床を減らして、
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そこから浮いた看護師をコロナ病棟に回したという

ことをやりました。それから、病院事業局のほうか

ら他県の看護師派遣ですね―厚生労働省からの看護

師派遣で、熊本大学、福井大学、久留米大学、多摩

北部医療センター、加古川病院、それから島ナース、

そういった人たちを応援にいただいて、10名近い応

援をいただいて何とか乗り切ることができました。

そういうことを踏まえて、次年度、令和４年度は

看護師の職員が一応16名、定員増が今計画されてい

ます。そうすることによって、手術制限したり、検

査制限したり、病棟を制限することは幾らか緩和で

きるというふうに今見込んでいます。でも、病休と

か産休とか育休とか、そういったものが必ず出ます

ので、出たときにはそれに対応できる臨時任用の職

員の採用をぜひお願いしながら、そういう対応をす

ることによって我々は対応できるんじゃないかなと

いうふうに見ています。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 八重山病院は、八重山地

域での唯一の新型コロナウイルス感染症の重点医療

機関となっております。コロナ感染者が増加したと

きには、当院は外来診療、あと救急、緊急手術及び

検査以外はなるべく制限をして、医療従事者を集中

的にコロナ対応という形を取りながら確保してきま

した。現在でも石垣島は今まだコロナの患者が増え

たりしていますので、１病棟をいまだコロナ病棟専

用にして、コロナに対応をしているという現状があ

ります。

当院は地域の唯一の救急受入れ病院でもあります

ので、救急患者の受入れに関しては制限をしないで

24時間対応しています。

また、高齢者施設、ほかの病院での陽性者が多数

発生した、クラスターを起こした場合には、当院の

感染症の認定看護師及び医師をすぐにその施設に派

遣して、感染の管理及びゾーニングとかを指導しな

がら、その地域のコロナを抑えるのに対応しており

ます。

今回のように非常時において、やはり平時では事

業というか診療が継続できるにもかかわらず、非常

時に関してはやはり人の確保が難しくて、その人を

集中的にその部分に集めるという形じゃないと、当

院はそういうコロナの対応ができなかったというの

はあります。そのためにも、やはり平時から定数の

余裕を持った人数がいれば、診療制限もせずに一般

診療に関しても影響がなく行えたかなというふうに

思います。人員の確保を今後手厚くしていただける

ように配置をしていただきたいというのが希望であ

ります。

ハード面では、やはり離島から本島へ重症患者を

搬送するための環境整備が今後必要になってくるか

なと思っております。当院は災害だけじゃなく、医

療も高度医療ができない部分に関しては、全て沖縄

本島のほうに患者を搬送しています。今回もコロナ

患者で重症化になった患者に対しては、全て沖縄本

島の重点医療機関のほうに搬送して、命を救ってい

ただいたという状況がありますので、やはり搬送に

関する環境の整備は必要になってくるかなというふ

うに感じております。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 よろしくお願いします。

当院は県立唯一の精神科病院として、公益的な見

地から精神保健福祉法第19条の７に基づいて政策医

療を行っております。今回、新型コロナウイルス感

染症に対応するため、既存の病棟１か所を休棟し、

新たにコロナ専用病棟―これは正確には新型コロナ

感染症ユニットなんですけれども、それを整備いた

しまして、精神疾患を有する新型コロナウイルス感

染症患者の入院受入れを行ってまいりました。

今後も県立の精神科病院として地域に必要な精神

科医療の確保に取り組み、民間の精神科病院では対

応困難な医療を担う、県内精神科医療の中核病院を

目指したいと思っております。

一方で、当院は今年で建築後36年を経過し施設が

老朽化しているため、現在の多様化した精神医療の

ニーズに十分に応えられない状況になっています。

当院の耐用年数、恐らくあと約５年程度だと考えて

おりますが、それを踏まえて、今後は新興感染症、

新型コロナだけではなくて、今後発生し得る新興感

染症を含む今後の新たな医療ニーズに対応した、よ

り質の高い精神医療を提供できるよう、今後の精和

病院の在り方については総合病院への統合を含めて

現在検討中です。

ハード面として新たな精和病院として求めるべき

ものは、旧型の病院施設―大部屋が主体になったよ

うな病棟から、感染症にも対応できるような個室が

主体となった、現在の多様な医療ニーズに対応でき

るようなそういったハードが今後は必要になるので

はないかというふうに考えております。

以上です。

○比嘉京子委員 院長先生たちから、それぞれの病

院におかれたコロナ禍が見えてくる医療体制につい

て御意見を伺いました。



－412－

事業局のほうに伺いたいと思うんですが、感染症、

平時からもちろん、このソフト面での人員体制につ

いて幾つかありましたけれども、いわゆる途中での

採用の困難さ。それともう一つは定数的なお話もあ

りましたけれども、柔軟的な採用。一つは私、年間

ほぼほぼ産休・育休という人数というのはもう出さ

れていると思うんですよね。年間６病院を含めて産

休・育休に対応するような、今の採用ということが

どのようになされているのか伺います。

○上原宏明病院事業総務課長 看護師については、

委員おっしゃるとおり年度中途での代替は難しいで

すので、今年度の採用もそうだったんですけれども、

退職者とかを勘案した必要とする採用者数に、プラ

スして30名程度多く採用しております。これは令和

３年度もやったんですけれども、令和４年度も同じ

ように30名程度多く採用する予定としております。

以上です。

○比嘉京子委員 この30名という数字は６病院でと

いうことですか。

○上原宏明病院事業総務課長 ６病院合わせての数

字でございます。

○比嘉京子委員 それは当初からもう足りないこと

が前提になってはいませんか。

○上原宏明病院事業総務課長 そういうことではな

くて、看護師等の欠員については、育休等が主な要

因となっていますので、それを踏まえた形で年度当

初では欠員が生じないような形で採用をやっている

んですけれども、どうしても途中で欠員が生じてし

まうので、それについて通常ですと臨時的任用職員

とかで代替するんですが、資格職で採用困難職なの

で、中途での採用がかなり厳しいので、年度当初で

30名程度多く対応しているということです。

○比嘉京子委員 今の御答弁に対して各病院長にお

聞きしたいんですが、30名を見込んでやるというこ

とは、そもそも足りないことを前提にしているので

はないかと私は思ったんですが、御意見があれば挙

手でお願いします。現場から、例えば中部と南部は

大きいんですが、途中で産休・育休を取る人数とい

うのは平均的に何名ぐらいでしょうか。

○玉城和光中部病院長 当院の状況を申しますと、

特に看護部門においては３月９日の時点、大体平均

してですけれども、産休・育休は通常当院だけでは

30人あります。今は当然、体調不良とかいろんなほ

かので、また30名コロナ関連で休職しているという

状況でございます。

○比嘉京子委員 南部医療までお願いします。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

今年１月の資料ですけれども、手元にあるもので

いきますと、お産のための産休で休んでいる看護職

員が10人、育児休暇のためにお休みしている職員が

48人、ほぼ60人近くがお休みしていますが、これに

対して補充ができているのは臨時任用で19人となっ

ていて、不足の状態にあります。これもあって、病

床が430床ありますが、それは全部は稼動できない。

少ない職員に応じて病院を縮小して今運用している

という状況にあります。

○比嘉京子委員 私は局にこれ以上質問はしません

けれども、平均的に毎年どれぐらいの方々が産休・

育休を取るかというのは、ある程度推移を見れば分

かると思うんですね。それを見込んで当初で採るよ

うなことをしないと、幾らドクターがそろっていっ

ても、ほかの医療従事者がそろっていても、医療は

動かないわけです。その中において、今回のコロナ

というのが２年以上続いてるわけですよ。ですから、

平時からそういうような欠の中で走ってきている中

で、こういうような感染症が急激に襲ってきたら、

なお対応が大変。それで病棟を閉鎖するというよう

なことになると、もちろん一般的には医療体制にも

影響するし、そして収益にも影響するわけです。

そのことを考えると、本当に対応の仕方として、

私はこの人数では足りないということが２つの病院

だけでも分かるわけですから、ぜひ改善をお願いし

たいと思いますけど、局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 今委員のおっしゃるよう

に、やっぱり産休が相当数いて、年度当初に採用し

た数では足りないというふうな御指摘でございます。

新採用というのはきちんと採用して、これは退職者

がいますから、ここに対応している。これまで産休

とか育休に対して、最初はのりしろというんですか、

幅を多めに採用するというのを一昨年までにはあま

りやっていなかったんですけど、昨年からそれを鑑

みて欠員補助というふうな格好で当初に30人、それ

で今年も30人、合計して60人程度というふうになり

ます。

今回の大きな感染で、これをフルに全稼働すると

いうのはかなり厳しいのがあります。といいますの

は、特に県立病院はコロナの中等症以上、重症とい

うふうな患者さんを受け入れるということでござい

ますので、通常は７対１なんですけど、そこに４対

１というふうなかなり手厚い看護体制をしかなく

ちゃいけないと。そうなってくると、どうしてもこ
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の全体を全部フル稼働というのはかなり厳しい数字

ではあると思います。

それで説明がありましたように、場合によっては

もう救急と、それから県立病院でしか対応できない

ような患者さんにシフトしまして、そういった患者

さんに関しては十分な治療をするというふうな体制

を取ってまいりました。

今後も看護の補充に関しては、我々も注視しなが

ら補充していくと。会計年度任用の職員は年度途中

で院長の裁量という格好でできます。先ほど説明し

たように、初年度でもう大体の看護師さん、資格の

ある看護師さんは入ってしまいますので、途中から

臨任とかでなかなか厳しいのがありました。今回は

潜在看護師とか、それからホームページとかいろい

ろ看護師募集をしているんですけど、やはりそういっ

たコロナの対応のスキルのある看護師さんというの

を急に採用することはなかなか難しいというところ

もございます。そういうことも鑑みて、今後そういっ

た特に産休・育休の補助に対しては力を入れていき

たいなと。そういうふうに考えています。

以上です。

○比嘉京子委員 結論として、30人ではやっぱり足

りないんですよねということが一つと、途中で採用

することが困難である。これまでは、困難の中で走

らせてきたわけですよ。何もコロナになったから困

難ではないんですよね、きっと。これまでも途中で

の採用は難しかった。その難しい中で、欠の中で運

営してきたわけですよ。そのことを踏まえて結論と

しては、私がかつて調べたときには局長、定年まで

勤めている看護師さんほぼ少ないですね。かなり少

ないです。そのことを考えると、永久にということ

の心配があるかもしれないですけれども、むしろ収

益のことを考えるとどっちがいいのかということを

再度検討をお願いしたいなと思います。

それから２番目に、先ほどからソフト面のお話も

ありましたけれども、今沖縄県の県立病院、地方公

営企業法全部適用されています。その経営形態にお

ける権限でございますけれども、本当に全適の権限

が十分に発揮されているのかどうか。そのことにつ

いて、特に人員のところで今問題があるのかなとい

うふうに思っておりますので、各病院からのこの全

適における権限がどう不足なのかという点を簡潔に

お願いしたいと思います。

○玉城和光中部病院長 私のほうから、この御質問

に対してお答えしたいと思います。

全適における病院事業局長への権限移譲について

は２つの点で病院現場としての問題として感じてい

るのがございます。まず一つは人事、採用に関する

ことです。知事部局全体の人事調整が必要であり、

柔軟な職員の増員とか配置、採用にはやはり限界が

あると言わざるを得ません。あとまた、外部から優

秀な人材を採用する際にも、やっぱり給与面などの

縛りがあって、病院職員として採用できないことが

あるというのもやっぱり感じております。医師の場

合は、人材派遣会社を経由した形で雇用をするとい

う対応が可能でございます。

あともう一つが、予算策定に関することというこ

とがございます。単年度予算主義による制約という

ものがありまして、予算編成でも財政的な面からの

査定が行われていること、あと議会案件のため、局

長裁量での意思決定が行えないと。例えば突発的な

資金投入が難しいとか、そういうことがあります。

解決策とすればいわゆる臨時的に補正予算を組むと

かということですけど、すぐ資金の投入というのは

なかなか難しいという状況がございます。

全適が始まったのが16年前、もう既に全適入って

16年が経過しております。当時から、社会情勢とか

医療制度も大きく変化して、医療の内容もより高度

化、複雑化しております。それもありますので、こ

の全適に関する問題は病院改革を行う上でも非常に

重要な問題であると自分は考えておりまして、この

場、いわゆる文教厚生委員会内の議論で終わらせる

のではなく、関係者、有識者を交えて深く議論を行

うことが必要だと自分は考えております。例えば沖

縄県病院事業における全適の在り方検討委員会とか、

そういう場、形をつくるのも大事かなと思っており

ます。

コロナ禍で大変な時期ではあるんですけれども、

今病院事業局としてこの全適問題は避けて通らずに

経営改善に取り組むという姿勢を、局長がリーダー

シップを取って県立病院で働く職員に対して示して

いただければと私は思います。

なぜこれを言っているかといいますと、健全で持

続可能な病院経営を行っていくことは、これは公営

企業の努めでもあって、病院事業局に勤める全ての

職員の願いでもあると思っているからでございます。

私たち県立病院の病院長は日々の現場の対応で非常

に忙しくて、それに追われてじっくり政策や経営改

善に取り組むことがやっぱり難しい状況にあります。

病院事業局は局長中心として、それを支えている事

務職の皆様でこの抜本的な改革に取り組んでいただ

ければと私は思います。
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文教厚生委員会、ここにおられる委員の皆様にお

かれましても、この問題の解決に向けて引き続き御

支援をいただければと心より願う次第でございます。

以上です。

○比嘉京子委員 今の現場からの意見、今中部病院

の院長の御意見でしたけど、ほかにも、そのお話以

外にこの観点があるという院長先生がいらしたら、

挙手でお願いします。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 ただいま玉城院長が知事から局長への権限移譲

についてのお話をされましたので、私の立場からは、

今度は局長の権限が病院長にどの程度移譲されるの

かということについても、付け加えたいと思います。

特に、先ほど来の質問にありますような職員の採

用に関しては、正職員や臨時任用職員に関しては局

長にその権限があるんですが、先ほどの質問に答え

ましたけれども、産休・育休で不足した職員で臨時

任用で採用できるのは20人程度で、やっぱり足りな

いと。そこをどう埋めるかとなってきますと、これ

は会計年度任用の職員を採用するわけです。これが

病院長に与えられた権限となります。我々はその権

限を利用して、南部医療センターの場合は職員1400人

のうち350人が会計年度任用での職員になっていま

す。実はこれで充足しているというわけではなくて、

それぞれの業務の内容に応じていけばさらに人はい

たほうがいいんだけれども、この会計年度採用にも

上限があります。これは予算の上限枠の範囲内で会

計年度任用は何人まで取れるというような計算をし

ますので、改善の余地はあるけれども、先ほどの権

限という件に関してはある程度は局長から病院長に

も移譲されているなということは感じています。

以上です。

○比嘉京子委員 本当に質のいい、質の高い、そし

て持っていらっしゃる能力を発揮した医療体制をつ

くっていくっていうところに、今全適の役割として、

私は全適とそれからそうでない場合と比較してみて

も、非常に宙ぶらりんな状態に沖縄県は置かれてる

なというふうにずっと思っています。

そのことを踏まえて局長にお伺いしたいんですけ

れども、このことについて局長として県とどういう

ようなお話をされておられるのか、どこが問題なの

かということをお聞きしたいんですけれども。ちょっ

と長くなったらいけないので、すみませんが端的に

お願いします。

○玉城洋病院事業統括監 お答えします。

御承知のとおり、病院事業局はですね、公営企業

法で全部適用ということになっておりまして、その

公営企業法に基づいて管理者である局長を設置して、

局長に権限を持たせて知事の権限を移譲していると

いうことで、業務を執行しているというところでご

ざいます。

先ほどからいろいろありますが、人事管理につい

ても我々知事部とか関係機関といろいろ連携しなが

ら、採用とか人事異動とか適切に対応しているとい

うふうに理解しているというのがあります。

全適の在り方の見直しという御意見がございます

けれども、経営形態の見直しということであれば、

これについてはちょっとコメントは差し控えたいと。

経営形態についてはもう知事の公約で維持していく

と、現状維持していくというふうにありますので、

これについてはちょっとお答えは差し控えたいと思

います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から質疑内容について

経営形態の見直しではなく、経営形態、組

織体制、人事等の在り方が全適に見合って

いるのかについて伺いたいとの補足説明が

あった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

玉城洋病院事業統括監。

○玉城洋病院事業統括監 全適についてでございま

すけども、先ほど申し上げましたとおり地方公営企

業、地方公共団体が経営する企業ということで病院

事業局はなっておりまして、それで公営企業法とか

地方財政法とか地方公務員法、それにのっとって適

切に事務を執行しているところでございます。

定員とかそういう話がございましたけども、組織

については局長のほうに権限が委ねられておりまし

て、条例定数の範囲内で職員の定数の増減は可能と

なっております。全適に移行して以来、平成22年か

ら現在までの間に我々881人の増員を行って、体制を

強化しているところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 今、この話を続けるわけにはいか

ないので次進めますけれども、局において私は前向

きな話合いがなされてるかどうか、そこら辺も今後

問うていきたいと思います。今日はせっかく院長先

生たちがいらしてるわけなので、そこにできるだけ

お話を持っていきたいと思っています。

もう一点ですけれども、宮古・八重山の病院の職

員の住宅借り上げ、せんだって石垣に行きましたと

きには、もう旧八重山病院は解体されておりました。
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その敷地内に看護師の寮棟もあったと思うんですけ

れども、今宮古・八重山の離島の病院においては、

病院の職員の住宅についてどういう状況にあるのか、

そして借り上げが予算としてどれぐらいついている

のか伺います。

○上原宏明病院事業総務課長 次年度の宮古・八重

山両病院の職員住宅の借り上げ予算についてですけ

れども、まず宮古病院につきましては、本庁で計上

している予算と病院で計上している予算、合わせて

1431万9000円となっています。続きまして、八重山

病院については同じく1000万1000円となっておりま

す。

以上でございます。

○比嘉京子委員 では、宮古・八重山病院の院長に

お聞きしますけれども、現状として職員住宅はどの

ような状況にあるのでしょうか。そのことが医師、

看護師等の医療従事者の確保へも影響が起こってい

るのかどうかを伺いたいと思います。

○本永英治宮古病院長 まず医師住宅、看護師宿舎

ですけれども、かなり老朽化が進んでいまして、やっ

ぱり台風とか大雨の後なんかには雨漏りとかが見ら

れる状況でありますので、その辺は新築していただ

きたいなというふうには思っていましたけれども、

民間アパートとかマンションもかなりの数が出来上

がってきていまして、それを借り上げることで対応

は可能じゃないかなというふうには思っています。

それが確保できないとやっぱり人材確保というの

は難しくて、２年ぐらい前ですかね、民間のマンショ

ンが１ＬＤＫで10万近い状況があったんですけど、

それより若干下がってはいますけれども、かなりの

数のマンションとかアパートが出来上がっていまし

て、それを何とか借り上げて、新しく来られた看護

師とか医師とか、その人たちの宿舎に充てることが

できれば改善するんじゃないかな、解決するんじゃ

ないかなというふうに思います。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院は旧病院の敷地内に

看護師住宅、それと医師の住宅を幾つか持っており

ました。旧病院が解体することになり、そこの住宅

はほぼなくなっております。その分は今ある医師住

宅のほうに人を移したりしておりました。

今回、３月で医師の３分の１の23名が当院から退

職、あと異動とかで出て行かれます。そうすると、

それに見合った人数以上に、今回当院は４月からの

採用で医師が入ってきますけども、ほぼ皆さんが問

い合わせてくるのは医師住宅はありませんかという

お言葉でした。やはり大学から派遣される医師に関

しては、１年の期限で来られる人も多いですので、

そのために２年契約になって敷金・礼金を払って、

平均７万の部屋を借りていただくことになるという

ことで、とても医師派遣にも影響が出ているかなと

思います。

それと、八重山・宮古もそうなんですけれども、

看護師、あとコメディカルに関しても、多くの新任

者、新採用の職員がまた来られます。そういう方は

最初、やはり給与がすぐには支払えないとか、あと

赴任旅費がちょっと遅れて支払うということになっ

てしまうと、やはりそのアパートを借りて自分で住

居を探すというのは難しいので、できれば安価な職

員住宅がないかという要望も多いと思います。

また、沖縄県の職員住宅として八重山には平得団

地というのがありましたけれども、そちらを改築す

るに伴い、それとやはり病院事業局が公営企業になっ

たために県の職員住宅の対象とならないということ

で、入居していた職員の退居後は新たな人を入れて

もらえなかったりというような状況もあります。

それで足りなくなった住宅に関しては借り上げを

進めていきますけれども、なかなかそれがまた見つ

からないのと、借り上げ物件も４万から７万という

高額のものを当院が借りて、また4500円という規定

の金額での職員に対しては貸すことにはなるんです

けれども、やはり離島において人材を確保する上で

そういう形のことを考慮すれば、やはり職員住宅は、

医師及び多くの職員の確保にも必要なことではない

かなということがあって、当院では今後職員住宅を

どうにか建設できないかというのを考えていきたい

と思っております。

以上です。

○比嘉京子委員 ぜひ今の意見を、意見交換もなさっ

て、局長にはお聞きしませんけれども、ぜひ対処を

よろしくお願いしたいと思います。とにかく宮古・

八重山は家賃が高いですね。よく教職員でも赴任し

て家賃の高さにびっくりするというようなことをよ

く聞いております。職員住宅は一応あるんですが、

今のように全域的に置いてないということも含めて、

私は旧八重山病院の跡地、または現八重山病院の向

かい側も県の土地だったと思うんです。ですから、

そこら辺も含めてぜひ検討をしていただければと思

います。

最後に、大事なことは、今回の繰入額ですね。幾

らであったかということと、その中に離島増嵩費は

幾ら入ってますかということをお聞きしたいと思い

ます。
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○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和４年度予算における一般会計繰入金につきま

しては、75億9046万9000円で、前年度と比べまして

２億7645万8000円の減額となっております。

また、収益的収支に係る部分としましては、地方

公営企業法第17条の２第１項第１号の規定に基づく

他会計負担金として、９億134万1000円を計上してお

ります。

また、地方公営企業法第17条の２第１項第２号の

規定に基づく負担金交付金として、36億3816万7000円

を計上しております。

さらに、地方公営企業法第17条の３の規定に基づ

く他会計補助金として10億5227万6000円を計上して

おります。

さらに、資本的収支に係る分としまして、地方公

営企業法第17条の２第１項第２号の規定に基づきま

して、他会計負担金として19億9868万5000円を計上

しております。

それから、先ほど委員御質問の離島増嵩費の部分

ですけれども、こちらのほうにつきましては、昨年

度までは基準外という形で―繰入金を繰り出す際に、

先ほど申し上げた第17条とかってありますけど、そ

こに該当しないもので基準外というのがありまして、

そこで離島支援の増嵩費として２億6600万円余り昨

年度措置されてたんですが、これは今年度廃止にな

りまして、一方で、これに代わりまして不採算地区

に所在する中核的な病院の機能の維持に関するとい

うところの項目で、改めて３億2100万円という予算

を一般会計繰入金のほうで措置されております。

以上です。

○比嘉京子委員 増嵩費については後で議論したい

と思いますけれども、総務省の繰入れの根拠という

のは全国的なもので、沖縄のような離島であるとか

豪雪地帯であるとかというのは違う考え方が必要だ

と思うんですよね。ですから、これまで増嵩費につ

いてはかなり入れ込んできたという経験があると思

うんですけれども、その点についてはまた議論をし

たいと思います。

最後に確認です。北部基幹病院を早期に建設する

ことになっているんですが、そのときの北部基幹病

院に対する繰り出しの在り方はどのように考えてい

るんでしょうか。お話合いをされているんでしょう

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

今現在、保健医療部のほうと調整をしておりまして、

具体的な金額、そういったものについてはまだ決定

されておりません。

○比嘉京子委員 繰出金の金額についての話ではな

くて、扱いについて、やっぱり私は、それはもうい

わゆる委託になるわけですよね。経営形態自体から

違うという状況になると思うんですよ。そうするこ

とによって、プールの中に入れ込むのか、入れ込ま

ないのかということはとても重要なことだと思いま

す。そのために、そこら辺の議論はしっかりと考え

を持って臨むべきではないかというふうに思うんで

すが、局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 基幹病院の繰り出しです

か、これを病院事業局、今どうかという話で、はっ

きり申し上げまして今そういった議論はございませ

ん。基本的には財政課と保健医療部がまずはどうい

うふうに考えるかというふうなことになるかと思い

ますけど、現在のところは、我々がそこに繰出金に

ついて議論しているというふうなことはございませ

ん。

以上です。

○比嘉京子委員 局としての考え方をしっかり議論

しておくことが大事ではないかと。それがあって、

他の部署と話合いをすると。局の考え方をどうする

かという点が私は重要ではないかと思っていますの

で、ぜひそこら辺は御考慮をお願いいたします。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 オミクロンの感染から県民の健

康や命を守って頑張っておられる皆さんに、敬意と

感謝を申し上げます。オミクロン株は感染力が強く

て、医療従事者の皆さんも感染したり、濃厚接触者

になって休まざるを得ない事態になっており、医療

現場が大変逼迫した状況になったというふうに聞い

ております。

特に私は、前からこのことを大変懸念いたしまし

て質問をしておりますけれども、県立病院での人材

確保ですね。医師や看護師、コメディカルの人材確

保がやっぱり医療現場の大きな負担になっていると

いうことを聞いておりますし、先ほどからの議論の

中でも、人材不足で医療現場が大変厳しい状況になっ

ているということがございます。

これは県民の命を守るということからすると、一

刻もやっぱり見過ごすことのできない、猶予のでき

ない状況になっているというふうに思いますので、

それはやっぱり新しい人材を採用する時点から、先

を見通して、見越して、しっかりとした人材確保を

進めていくということが必要だろうというふうに私
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は思っております。

ですから、ぜひその点について、病院事業局はど

のように対応をされようとしているのか。そして、

具体的にやっぱり、必要な人材を早期に確保してい

くということについて、皆さん方の御意見をお聞か

せください。

○上原宏明病院事業総務課長 職員の採用について

は適正に行っているところではございますけれども、

オミクロン株とか影響がある病院で対応が困難な状

況が生じた場合とかは、ほかの病院から必要な職員

を派遣していただいたり、あと臨時に業務量が増加

する場合は、その業務量の増に対応するような職員

を臨時的に任用すること等によりまして対応してい

るところでございます。

○玉城ノブ子委員 先ほどから各病院長の先生方の

お話も聞かせていただいています。その時点でも育

休や産休の話が出ておりましたけれども、看護師等

が不足をして、なかなかきちんとした対応ができな

い、逼迫した状況にあるということをお聞きしてお

ります。

そういうものに対して、やっぱり人材の確保、当

初からそういうことも見越して、やっぱり人材を確

保していくということが必要ではないでしょうかと

いうことを話しておりますけれども。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 先ほどから

課長が御説明している、30名程度を見越して看護師

を多めに採用してるということに関してなんですが、

この30名程度を多くするというのは育休人員、育休

で休む人ですね。あと、退職者を大体例年の人数を

見て、それを補充できるようにして―一定数を配置

して、それでも多めに採用しているという意味です。

実際に今年度は46名増員、配置が増えたんですが、

それも含めてまた30名程度多くということで、採用

者数はすごく去年に比べて多くなっていて、実際に

５月１日、４月にたくさん育休復帰者がいますので、

そこを見込んで欠員ができるだけ少なくなるような

感じで考えております。

途中退職者も今年度も多かったので、その辺は退

職をしない方向でいろいろ勤務管理の状況を改善し

たり、本人が辞めたいという理由を分析したりとか、

その辺で辞めさせない方向で人員確保というところ

もやっております。あと加えて、例年お話ししてま

すが、臨任を補充して欠員を少なくしていく方向で

やっております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 そういう形で頑張っているとい

うことは分かりますけれども、それでも医療現場の

ほうではどうしても看護師等の人材が不足をして、

やっぱり逼迫するというふうな状況になっていると

いうことをお聞きしていますので、そういうことが

ないように、これからもいろんな感染拡大が広がっ

ていくというふうなことも想定されますので、そこ

を見越した人員を、最初からそこの採用をしていく

ということにきちんと力を入れてほしいということ

でありますので、局長はやっぱりそこはしっかりと

そこに対応できるようによろしくお願いしたいです。

○我那覇仁病院事業局長 先ほどから最初の時点で

の、要するに欠員を見越した採用ということも、我

々もそれは常時考えています。可能な限りアンテナ

を張って、そういった看護師さんを採用する。それ

から産休補充をするという方向で、これからもしっ

かりと確保に向けて検討していきたいと思います。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

まず、本当にコロナ感染に対応する、県民の命を

守るために頑張ってくださっている皆さんに、心か

ら感謝、敬意を申し上げます。

質問は、一つはコロナ対応に果たしている県立病

院の役割は本当に重要だと思います。会計予算の中

で、新年度、病床数の2149床というふうに設定され

ています。この中に占めるコロナ対応をする病床と

いう点では、どのような計画になるのか。現状がど

うなっているのか見えればいいと思います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

県立病院のほうでは県の病床確保計画に基づきま

して、コロナ病床を各医療フェーズに応じて病床を

確保する計画となっております。県立病院では、６病

院で最大確保病床は合計しますと301床となっており

ます。県全体のほうでは920床を確保する計画となっ

ておりまして、県立病院はその割合としましては約

３割の病床を確保する、そういった計画となってお

ります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染症対策費について、

国からの予算がされていると思いますが、2021年度、

今年度の病院事業会計における状況を伺いたいと思

います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度の決算見込みにつきまして、病院事業

収益については約675億6300万円を見込んでおりま

す。そのうち医業収益が約472億1500万円、それから
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空床確保料や協力金等を含む医業外収益が約202億

6000万円となっております。

一方で、病院事業費用のほうにつきましては約

644億6300万円を見込んでおり、そのうち医業費用が

約607億2600万円となってます。これはコロナに関連

した業務量の増加ということが挙げられております。

その結果ですけれども、医業収支としましては、

約135億1100万円の赤字、それから経常収支におきま

しては約39億9200万円の黒字を見込んでいるという

ふうになっております。

それから影響のほうですけれども、これがコロナ

の影響が少なかった令和元年度と影響のありました

令和２年度を比較いたしますと、患者の受診動向の

変容、それからコロナ病床確保に伴う休床等により、

医業収支が令和元年度に比べて約76億2200万円減少

しております。

また、空床確保料や協力金等につきましても、経

常収支が約35億8000万円の増、それからコロナ対応

を行った令和２年度との比較では医業収支が約19億

4700万円の減、医業収支は11億9700万円の増という

ふうになっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染は引き続く中での対

応ということでは、しっかり国の予算も必要だと思

いますので、きちっと対応をお願いしたいと。先ほ

ど各院長がコロナ対応の中での課題等々述べていま

した。やっぱり地域との連携が重要だということや、

宮古では一定うまくいっているという報告だったか

と思いますが、前回の決算のときも例えば中部病院

地区の医師と協力してクラスターが発生した施設へ

の対応で、一定の重要な役割を果たしたということ

をおっしゃっていました。

この点で気になったのは、実質的には手弁当です

というふうな表現があったかと思います。それにつ

いて、やっぱりしっかりとした仕組みと手当と予算

化という点では、今年度あるいは新年度にそういっ

た予算対応はしっかり組まれているということなの

か、確認させてください。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 コロ

ナ関係で県立病院外の施設のほうに業務で応援に

行った場合なんですけれども、特に今年度は派遣の

実績があった場合に特別手当を支給しています。こ

ちらのほうは派遣に行った職員―医師に限らず、看

護師等も対象にしている特別手当を措置しておりま

すけれども、これは次年度もコロナの影響がある場

合は措置することを予定しております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 あと国の経済対策としての処遇

改善が予算化されていまして、医療機関に勤務する

看護職員を対象にと。この適用というか、それは県

立病院の中ではしっかり対応されていると思うんで

すが、予算化されている金額等々について確認させ

てください。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 こち

らについては給与費の中で措置することを考えてお

りまして、もちろん必要な実績に応じて、国からの

補助金を頂くことを想定しております。支給につき

ましては、国のほうで定められた支給対象、支給要

件を踏まえて、その範囲内で措置する予定にしてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 では、しっかり増額という形で

対応するということなんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 はい。

処遇改善のために手当を支給いたします。

○瀬長美佐雄委員 最後に、今日、東日本大震災と

いう11年目になりますので、やっぱり懸念されるの

はコロナ自体の対応でも非常事態だということです

が、これに震災、天災があれば大変だという点でい

えば、一つ、耐震。病院自体のハード面での対応、

先ほどもそろそろ改築かなというふうな報告もあり

ましたし、あるいは非常時の電源確保、あるいは設

備の稼働するのがしっかり対応できるという非常時

の備え状況について、しっかり点検対応もできてる

ということなのか状況を伺います。

○與儀秀行病院事業経営課長 非常用発電等につき

ましては、各病院のほうにおきまして定期点検等を

随時行っているということであります。それから、

耐震のほうにつきましては今現在、県立病院におき

ましては中部病院のほうで南病棟の耐震基準が満た

されてないということで、令和２年度から改修工事

を進めているところですけれども、今年度におきま

しては２回、入札を行いましたが不調ということで、

次年度に向けて引き続き改修工事を進めていくとい

う状況になっております。

○瀬長美佐雄委員 以上ですが、コロナ禍で大変な

中、引き続き頑張っていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。

私のほうからは３点ほどお伺いをさせてください。

職員数については、先ほど比嘉京子委員からもかな

り質問がありましたので、事前に職員数いただいて
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いたんですけれども、質問が重なっていますので省

きます。

ただ、私のほうから一つ確認をしたいのが、中途

採用した方たちへのフォロー体制、研修だったり職

場になじむためのサポート体制がどうなっているの

か、現状を教えてください。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 中途採用に

関しましては、正職員の中途採用はほとんどありま

せん。会計年度職員とか臨時的任用職員が中途採用

になりますが、すみません、看護師の場合ですね。

そういった方は各病院で教育プログラムがありまし

て、正職員の人材育成のプログラムがありまして、

そこに一緒に参加してもらって研修等を受けても

らっております。

○喜友名智子委員 この看護師の採用においては、

やっぱり人材確保で新しく採用するというところが

やはり議論になりがちなんですけれども、採用した

方たちがどれだけ職場に定着するかというところも

非常に重要だと思っているんですね。というのが、

全国の病院の離職率の数字を見ていると、やっぱり

沖縄県は正規職員の離職率が、新規採用あるいは既

卒の看護師採用に比べると、正規職員の退職率が全

国に比べるとやっぱりちょっと高めなのかなと理解

をしています。こういった正規職員の退職、あるい

は先ほど中途で採用しているのは会計年度任用職員

ですという答弁ありましたけれども、こういった退

職をできるだけしないような努力というのは、どう

いった形で今取り組まれていますか。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 令和２年度

の普通退職の主な理由が多い順に、１番は他施設へ

の就職、２番は転居、３番は健康上の理由と、あと

進学というふうなのが令和２年度の普通退職者の主

な理由であったんですが、実際に辞めたいですといっ

た看護師が出ないように、通常の労務管理のところ

で時間外勤務を全般的に把握して、そこを調整した

り時間外勤務の対策をしたりですね。あとは休暇の

取得という連休のところであったり、あと今年度も

そうですが、コロナ病棟で看護師を再配置というか、

状況に合わせてコロナ病棟に移動してもらったりし

ていますので、その辺の労務状況を把握して、また

調整しております。職員の声もできるだけ拾うよう

に看護部のほうはやっておりまして、その辺を相談

しながら状況を見て業務調整をしています。

○喜友名智子委員 看護師さんを取りまとめている

のは恐らく看護師長さんの役割かなと思いますけれ

ども、こういった労務管理のことについては、人事

専門部署や職員とも連携必要じゃないかなと思いま

す。こういった退職防止というか、職員の方たちが

定着するという仕事については、県立病院ではどう

いった役職の方が中心になっておられるんでしょう

か。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 看護職に関

しましては、私が病院事業局で担当しております。

看護部長会議を年に四、五回持っておりますが、そ

のときに必ず労務管理に関してお話合いをして、あ

と、業務改善が必要な場合とか時間外についても話

し合っております。

○喜友名智子委員 看護師さんの定着のために、こ

ういったところの改善が必要ではないか、あるいは

予算が必要ではないか、令和４年度に関してはどの

ような点が必要だとお考えですか。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 対策としま

しては、やっぱり業務負担の軽減であったり、あと

看護師の多様な勤務形態。やっぱり子育てをしてい

る看護師、年代が多いですので、育児休暇を明けて

も、やっぱり短時間―フルで勤務ができないとか夜

勤ができないとかという看護師もいますので、そう

いう看護師に対応できる多様な勤務形態の工夫と、

あとやっぱりメンタルサポートのほうは引き続き

やっていきたいなというふうに考えております。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

次が、もし令和３年度あるいはコロナ禍になって

から経験があればという形で、病院長さんたちにお

伺いをしたいのが、コロナになってから観光客の患

者さん、コロナになった患者さんの受入れというも

のがあったのかどうか。そのときに何か通常の県内

の患者さんを受け入れるときとは違った課題があり

ましたら、お伺いをしたいです。というのが、今那

覇空港の国際線の再開で、課題が何かあるのかとい

うところを今少し追いかけています。そのときには、

やはり県外、海外から来たときの観光客の中で、体

調が悪い方、コロナとおぼしき症状が見られる方、

あるいは検査で実際に陽性になった方が発生したと

きに、やはり県立病院での受入れ体制が課題という

ことは理解をしております。

そのときに、ただ、これまで実際に観光客の中で

も陽性になった方を恐らく県立病院でも受け入れた

ケースはあったのではないかなと思うんですね。今、

国際線は止まっていますので、実際には国内の観光

客のみ受け入れたのかなと思っていますけれども、

その際の課題、それからまた国際線から海外の観光

客が来たときに、こういったことがひょっとしたら
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難しくなるんじゃないかと予想されるものがありま

したら教えていただけないかと思っています。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 当院は、県立病院の中では一番那覇空港に近い

ということもありますが、この２年間に海外からの

旅行客でコロナで当院に入院された方というのは、

実はおられません。帰国者の中で入院した方はおら

れましたけれども、観光で来られた方で入院という

のは、実際のところはありませんでした。

というのは、私たちの病院はコロナの中等症から

重症の方を診るという役割を担っていますので、軽

症の旅行者の場合には、恐らく県立でないほかの病

院に受け入れられたのかと思います。この振り分け

は県のコロナ対策本部のほうで、重症度に応じて患

者さんを分けていますので、御質問にありましたよ

うに県立病院で、中等症、重症の県外客というか、

観光、外国籍の方を受け入れるということはありま

せん。

もし、その必要があれば、その受皿としての用意

はあります。そのために通訳用の各国語に対応のタ

ブレットがあって、文字でやり取りはできるような

仕組みは備えております。

○本永英治宮古病院長 宮古病院も平成31年までは

クルーズ船の入港がありまして、国際対応が必要と

いうふうに認識していましたけれども、コロナになっ

てからはぐんと減りまして、外国人の入院はほとん

どない状況です。

それから観光客も、去年の今頃は観光客が入院す

るときにはホテルになかなか入れないという問題が

あったんですけれども、第５波、第６波に関しては、

観光客も宮古病院で治療が終わりまして、早期に治

療終了後はホテル療養とか、そういったのが順調に

行われています。

それから、外国人の観光客を対象にして国際診療

室というのを平成31年の４月１日から我々は準備し

てまして、外国人が入院したときには病院の職員が

チームとして対応できるように準備しています。

それから、那覇検疫所と宮古に検疫支部ができま

して、検疫に関する感染症に対しても年に２回訓練

をしていて、いつでも対応できるようにしています。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院も、外国の方はない

んですけども、やはり観光客でコロナになって入院

された方はおりました。その人は飛行機で来島され

たわけじゃなく、自分のヨットかそういうクルーズ

を持っていって、たまたま入港したときに体調が悪

くて、当院に受診したらコロナということで隔離を

して、年齢も高齢、70超えていましたので、かなり

重症化はしてＨＣＵのほうで管理したというふうな

経験は持っております。

また、観光客ではないんですけども、県内のスポー

ツ大会で来島された生徒さんたちに一時期コロナが

出て、症状が軽い方たちは療養のできるコロナ専用

のホテルのほうに入っていただいて、隔離期間はそ

こにいてもらうというような対応を八重山地区では

しております。

それともう一つは、洋上救急という形で、当院は

近くの海を航海している船から、何かけがをした患

者さんとかを海上保安庁のヘリで引き上げて、それ

を当院に受診させる時点で、やはり検疫所のほうか

らまずはコロナの検査をしてもらって、ちゃんとそ

れが陰性かどうかの確認をというような形の受入れ

とかもしておりますが、幸運にもコロナでなかった

ので治療をしてお帰りいただいたというようなこと

もありました。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 観光客ではないんですけ

れども、精神科疾患の場合、既に精神症状を有して

いて沖縄県のほうに放浪というような形で来られて、

住所不定というような形で来られて、精神症状でもっ

て当初入院ということになった際に、この場合には

精神保健福祉法に基づいた医療法入院ですけれども、

各医療機関、精神科病院も、新型コロナウイルスに

関するＰＣＲ検査、スクリーニングしておりまして、

たまたま陽性であったということで、精和病院のほ

うで、そういう方をお引き受けしたことはございま

す。

精神科疾患を伴うコロナ陽性患者さんの入院につ

いては、２つの法律で入院していただいております。

精神保健福祉法に基づく法律入院と、それと同時に、

感染症法に基づく入院ということで、書類が２つ作

成されて、入院ということになっております。一定

の療養が済めば、感染症法のほうは解除されて精神

保健福祉法のみになりますので、元の入院先の精神

科病院のほうへ、このまま通常の精神保健福祉法に

基づく入院というような形にはなっております。

それ以外に、沖縄県、本当にいろんな他県からも、

それから海外からも精神症状を既に有した状態で県

内に入って来られる方がいて、日本語がうまく疎通

性が取れないというような場合も、ほとんどは自治

体病院である県立精和病院のほうでお引き受けして

いるというようなことがあります。その場合、医療
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保険の問題、それから精神科病院の中でどのように

して日常生活用品を購入するとか、そういった面で

非常に多くの煩雑なケースワークが必要となってい

ると。それが先ほど、民間病院では対応が困難な方

の対応というようなものの主体になっております。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

今後、まずは今の感染状況が終息するのが最優先

ということは理解をした上であえてお尋ねをしてい

ますけれども、やはり今後の課題として出てくるか

なと思ってお伺いをいたしました。

最後の１点は、すみません、資料３－４の34ペー

ジ、会計予算案の概要のところで、手元の流動性残

高が年間事業費用の１か月分を下回っているという

ことで、シンプルに何か流動性が低いことが財務リ

スクにどうつながっているのか、それへの対応をど

う考えているのかお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 今御質問のあった手

元流動性１か月分というものにつきましては、病院

事業の年間事業費用の１か月分は、少なくとも手元

に現金として持っておく、それによって経営が安定

していくというもので、沖縄県の病院経営計画の中

でも３つの目標を立てていますけれども、その中の

一つとして手元流動性の確保というのをやっており

ます。

令和３年度におきましては、手元流動性の確保と

いうことで、一月分、約49億7800万円を目標数値と

して掲げておりましたが、今現在おける見込みでは、

令和３年度においては44億5900万円ということに

なっておりまして、ちょっと目標を下回っていると

いうことになっております。

○喜友名智子委員 これはどう対応されるんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

病院事業局は、県立病院も含めてですけれども、経

営改善に努めていきながら改善していきたいと。

ちなみに令和３年度においては、例えば施設基準

の新規取得であったりとか、既に取得している基準

であってもランクアップというような形のもので、

32の施設基準を取得しております。それから、費用

の縮減というところでは、材料費の縮減プロジェク

トというのを行いまして、県立病院全体で使う薬剤

であったり診療材料、そういったものの費用の縮減、

約2.4億円というのを達成しております。

それから各病院におかれましては、コロナ禍です

けれども、病床の効率的な運用等を行うことによっ

て患者数を増やしたりというところで、例えば南部

医療センターであれば、ウイルスのための患者対応

の病床を流動的に実施したということで、入院患者

のほうが対前年度で3395人増えまして、トータルで

入院収益で４億8000万円アップしていると。また、

外来のほうにおいても患者の診療制限を最小限にし

て、できるだけ外来患者を受け入れるとともに、高

度医療、それから救急医療に医療を提供したという

ことで患者数を増やしまして、こちら患者数が１万

600人余り増えていますけども、そういったことで

３億1000万、外来でも収益を増やしているというよ

うな形で、経営改善のほうに努めているところであ

ります。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうござ

います。

以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時21分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

上原章委員。

○上原章委員 こんにちは、御苦労さまでございま

す。特に医療現場の院長先生、責任者の皆さん、本

当に御苦労さまです。特にこの２年間はちょっと気

を張り詰めた状態かなと思います。まだまだコロナ

が収まりません。本当に大変、従事している皆さん

に本当に感謝を申し上げたいと思います。今後とも

よろしくお願いいたします。

それで午前中、委員の方々からいろいろ質問があっ

て、医師・看護師の人材確保や、またコロナによる

医療体制現場の今の課題等、対策等いろいろお聞か

せ願いました。私は、限られた時間ですので、予算

について少し確認させていただきたいと思います。

先ほど、午前中の中で医業収益が135億赤字と。一

方、経常収益は39億黒字と、令和３年見込みですか

ね。これはどういった背景で収支になっているかま

ず教えてもらえますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

やはり先ほども説明しました医業収支のほうで135億

円の赤字ということで、やはりコロナの影響で入院

外来のほうが落ち込みがあったと。一方で、空床確

保料ですとかコロナのそういった補助金のほうが

入ってきまして、トータルとして経常損益のほうで

39億円の黒字というふうになっております。

○上原章委員 コロナということでいろいろ国から

の手当てがあって、そういう数字的には経常収支は

黒字ということだということなんですけれども、な
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かなか本当に現場は今、県立病院の経営というのは

大変厳しい中で頑張っていらっしゃると思うんです

が、収益的収支予算のこの数字、令和３年、令和４年

と見させていただいてますけど、概要の説明の中で

病院経営計画の掲げる３つの目標を達成する、経営

改善による効果を加味した予算をつくったと。この

３つの目標の取組状況をちょっと教えてもらえます

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

沖縄県立病院経営計画というのを平成29年３月に

策定いたしまして、今現在、それの最終年度という

ことで、それを実施しているところであります。同

計画の中では３つの基本目標というのを設定しまし

て、その中の一つが経常収支の黒字確保、それから

投資資金の確保、３つ目が手元流動性の確保という

ふうになっております。このうち、経常収支の黒字

確保、それから投資資金の確保につきましては、令

和２年度、それから令和３年度においても達成見込

みというふうになっております。

手元流動性の確保につきましては、当初の令和３年

度の目標が49億7800万円に対しまして、今現在の見

込みで44億5900万円というふうになっておりまして、

こちらのほうについては目標をまだ達成していない

ということになっております。

○上原章委員 先ほどコロナ対策の予算が加味され

て黒字確保という話を考えると、この経常収支もま

た投資資金の確保も、本来の経営事業の中ではやっ

ぱり厳しいのかなと予想されるんですけど、その辺

はどうですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 確かに当初の経営の

中ではということのお話ですけれども、ここ２年―

令和２年、令和３年ということで、非常にコロナの

影響が大きかったものですから、そのコロナの終息

を見極めて、今後どういった形になるかというのは、

非常にちょっと今見通しを立てるのが難しい状況で

はありますけれども、令和４年度におきましても、

今現在計画しております３つの目標の達成に向けて

努力していくというところであります。

○上原章委員 コロナという全国、世界の大きな

100年に一度あるかないかということが今現実に起き

ているわけですれけれども、29年度から３年間、皆

さんこの経営計画に取り組むということで進めてき

て、令和２年、令和３年、このような形になってる

んですけど、今後の経営計画というのは、要はアフ

ターコロナを受けてしっかり次のステップに移る必

要があると思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在、沖縄県立病

院経営計画の最終年度になっておりますので、令和

４年度に次期経営計画を策定いたしまして、引き続

き経営健全の安定化に向けて取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。

○上原章委員 それでは、この収益的収支予算の中

に他会計補助金は今回50億、令和３年度の当初予算

で41億と。これは県の一般会計からの持ち出し金の

ことですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらのほうにつき

ましては、一般会計からの繰入金と、それから補助

金になっております。それはただいま詳しい資料の

ほうがありません。改めて御説明のほうをさせてい

ただきたいと思います。

○上原章委員 直近の、もし決算でこの一般会計の

繰入金確定している金額というのが手元にあれば教

えてもらえませんか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和元年度につきましては、繰入金のほうが約79億

6500万円です。令和２年度におきましては約78億

2400万円。それから、令和３年度におきましては78億

6700万円というふうになっております。

○上原章委員 これは沖縄県としても３年間、しっ

かり繰入れをして改善していこうと取り組んだ経緯

がありますけど、今後この繰入金に対して事業局は

どういう考え方をされていますか。改善していくと

いうお考えでいいんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 一般会計繰入金のほ

うにつきましては、令和元年度までは病院の直近の

確定した決算を用いて、政策医療ごとに収支差を求

めて繰入れを行っていたと。ですので、決算の非常

にいいときは、次年度は繰入額が落ちたりとか、逆

に決算が悪いときでもなかなか繰入れが上がってこ

ないとかというようなところで、なかなか安定した

経営とか、それから経営を頑張っても繰入金が減ら

されるということで、職員のモチベーションが下がっ

たりというのがありましたので、こちら繰入金につ

いては令和２年度から地方財政計画に基づく単価と

いうのを採用しまして、国が定めた基準でもって繰

入額というのを繰り入れております。

令和４年度においては、約76億円がその計算に基

づき繰入れされると。病院事業局では、そういった

地方財政計画の地財単価と言いますけども、それに

基づく形での繰入れというのを今後も続けていくと

いうふうに考えております。

○上原章委員 全国の県立病院というのは、こうい
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うのがもう普通なんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちら手元の資料で

すけれども、平成30年度の資料になりますが、決算

を用いて繰入れ対象となる医療ごとの収支差を求め

て繰入金を算定するというものについては、31団体

ですね。それから、先ほど説明しました地方財政計

画の単価を用いて算定するという団体が12団体。そ

れともう一つは、地方交付税の単価を用いて算定す

るという団体が３団体というふうになっております。

○上原章委員 ということは、沖縄県がもし収支が

悪化した場合は、これはまたその繰入れを加味して

もらう、もしくは収支がよくなったらそこは少し改

善する。そういった決算の仕方がこれからも続くと

いうことですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今委員おっしゃった算定の仕方というのは、令和

元年度までの算定のもので、令和２年度におきまし

ては、そういった収支差ではなくて、地方財政計画

の単価を用いた、あくまでも基準に基づいた形の繰

入れという形になりますので、経営がよくなったか

らとか、悪くなったからというところではなくて、

国の基準でもってある一定の金額が入ってくるとい

うふうになっています。

○上原章委員 ちょっとその単価、国が基準の根拠

があるみたいな話なんですけど、これまでこの繰入

金については相当議論を積み上げてきたと思うんで

すよ。そのために、前３年間県のほうからしっかり

手当てして、それで病院事業局はしっかり経営改革

をして、そういったものをしっかり改善していくと

私は聞いていたんですけど、これは違うんですか。

答えてください。あの３年間繰入れした意味がちょっ

と分からないんですけど、今日の答弁では。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、委員のおっしゃ

いました３年間というのが、平成21年から平成23年

にかけて約84億円の繰入れを行いました。一般会計

からですね。その後、経営が大分改善したと。この

３か年間におきましては、経常収支のほうは平成22年

度は18億円の黒字、それから23年度は29億円の黒字

というふうに経営が改善しております。その後、こ

の経営の改善を見まして、平成24年度には繰入金の

ほうが59億円、その前年度の84億円から一気に60億

円近くまで下がったと。これが先ほどから話します

収支差によるものという形のものの繰入れになって

います。これを踏まえて、平成25年の56億円という

形で、平成28年までは50億円台で推移しております。

その後、病院事業局のほうにおきましては、例え

ば医師の時間外手当の追加支給であったりとか、消

費税が10％に上がったりとか、退職給付引当金も積

まないといけないと、そういった外的要因等も重な

りまして、収支のほうが非常に悪化してきたと、マ

イナスに。それで、昨年度の決算においては累積88億

円ありましたのが、経常収支で22億円の黒になった

というので、20億円余り圧縮はしたんですけども、

いまだ経営的には厳しい状況にあるという状況です。

○上原章委員 外的要因とかいろいろそういうこと

は理解をしていますので、私が聞いているのは、こ

の繰入金に対して事業局としてどういうふうに今後

改善していくという認識だったんですけど、それは

違うということですか、今日のお話では。改善しな

いということですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この繰入金の部分に

ついては、先ほどから申し上げておりますとおり令

和元年度までは経営の収支の状況によって入ってく

る金額は変わるというふうなものでしたけれども、

令和２年からは地方財政計画の単価でもってやって

いますので、ある意味これは全国均一の単価ですの

で、それでもって繰入金のほうは措置していただく

という形になっております。

○上原章委員 分かりました。

令和２年からそういうふうな、基準になっている

と。ちょっとこれまたこちらも勉強したいと思いま

す。

あとすみません、今回の令和４年の取組で、入院

収益、外来収益の増を見込んだ根拠を教えてもらえ

ませんか。これはコロナがまだ続くということでの

数字なんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和４年度の予算の編成に当たりましては、令和

２年度の決算、それから令和３年度上半期における

実績、それから新型コロナウイルス感染症の流行に

伴う影響等を踏まえまして、各病院の診療体制、そ

れから患者数の推移、診療単価の動向等を考慮して

算定しているところです。入院収益につきましては、

令和４年度当初予算で381億4331万円となっており、

これについては、急性期看護補助体制加算や救命救

急入院加算料などの施設基準を新たに取得というこ

とで、患者単価の増というふうになっています。そ

のため、令和３年度に比べて約４億3800万円余り収

益がアップすると。

一方、外来収益のほうについては120億2865万

5000円を計上しており、こちらのほうついては外来

患者数の増、それから外来単価の増ということで、
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令和３年度に比べて5568万円の増というふうになっ

ております。

○上原章委員 あと純損益20億円余り減となる要因、

対策をお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 令和４年度の病院事

業会計の収益的収支予算の収入については、医業収

益の増等により前年度比で18.6億円の増や、特別利

益における前年度の固定資産売却益9.5億円の皆減に

より、前年度比9.1億円の増となっております。また

一方、支出のほうにつきましては、医業費用におい

て材料費や経費等の増による前年度比15.2億円の増

や、特別損失における前年度比9.7億円の減により、

対前年度比で5.5億円の増となっております。その結

果、前年度の純損益24億円に対して、令和４年度の

純損益が20.4億円というふうになっております。

それから、令和４年度の収益的収支予算は、やむ

を得ず費用が収益を上回る赤字予算というふうに

なっておりますけれども、病院事業局としましては

延期されていた手術であったり、また新たな施設基

準の取得、さらには救命救急センターの稼働も向上

させるというようなことで収益の確保に努め、経営

の健全化に向けて取り組んでいきたいというふうに

考えております。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

最後に、看護師の処遇改善について教えてくださ

い。今回、総額と対象人数が分かれば教えてもらえ

ますか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 総額

につきましては、これはあくまでも試算の段階でご

ざいますけれども、今回、国の対象期間が今年の２月

から９月までをまず対象として補助金措置されてお

りますけれども、試算ではこの期間で8000万円弱と

なるだろうと想定しております。

対象者は、こちらも今のところの試算ということ

なんですけれども、およそ2000名じゃないかという

ふうに見込んでおります。

○上原章委員 今回１％、4000円という国の打ち出

しですけれども、これまで何度かそういう取組をし

てきているんですけどね。実質、満額がその対象者

に届くのか、それともそれぞれの病院等で対象の決

め方とか金額の配分とか、それぞれで決まるんです

か。それとも満額、今の2000名に届く形ですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 国等

から看護職１人当たり4000円ということで試算され

た額が交付されるというふうな、大まかなそういう

アナウンスがありますけれども、具体的な支給の対

象とか方法とかは、国の大体の定めた範囲内で各病

院、経営体で決めていいというふうな仕組みになっ

ております。沖縄県病院事業局では、この件に関し

まして職員労働団体と交渉しました結果、看護職の

みならず、薬剤師を除くコメディカルの皆様―もう

少し具体的に申しますと、北部病院、中部病院、南

部医療センター、宮古病院、八重山病院の５病院に

勤務されている薬剤師を除く看護師、コメディカル

の皆様に、看護職だけではないという意味で支給さ

せていただくということになりまして、一月当たり

2400円で支給するという方向で準備を進めていると

ころです。

○上原章委員 ありがとうございます。

病院事業の中には様々な職種の方がいらっしゃる

と思うんですけれども、例えば食堂の方、事務職、

いろいろな方あるんですけど、今の薬剤師さん以外、

ほとんどの方々、関係する職員に配分するっていう

考え方ですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 国の

ほうで支給対象となる、できるコメディカルの皆さ

んも範囲が決められておりまして、その中では残念

ながら例えば調理師さんですとか、そのほかの純然

たる事務を見ていらっしゃる方のような、医療の患

者さんに接しないような方については支給の対象か

ら外すということになっておりまして、今委員がおっ

しゃられたような方々は対象といたしません。

○上原章委員 ありがとうございました。

終わります。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 重複しないように幾つか確認さ

せてください。

まず医師、看護師の充足率について、令和３年度

末の県立病院の医師、看護師の充足率どのような感

じになっているのか、各病院でもいいですし、まと

めてデータ把握しているんだったらそれでお願いし

ます。

○上原宏明病院事業総務課長 令和４年２月１日時

点の数字でお答えいたしますが、県立病院の医師に

ついては、変形労働時間制で追加された定数を除き

ました配置定数417名に対して、欠員が13名、充足率

が96.8％となっております。

看護師につきましては、配置定数1883名に対し、

欠員が66名で、充足率は96.4％となっております。

以上です。

○小渡良太郎委員 これは例えば診療科とかその他
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いろんなもので、何かしらの傾向とかはありますか。

それとも、平均的にという感じになってるのか。

○上原宏明病院事業総務課長 申し訳ないんですが、

我々のほうで把握しているのはあくまでも最終的な

数字になっておりまして、個別具体的なのはちょっ

と把握していない状況でございます。

○小渡良太郎委員 いろいろ医師、看護師の確保に

関して対策を打っていくということだったんですけ

れども、傾向とかどんな状況でとかって、ある程度

背景しっかり理解しないと、人が足りないからただ

人を入れるというやり方では、例えば見過ごされる

問題とかも想定されるわけなので、そこの部分、病

院の院長の方々は細かく知ってるかもしれないんで

すが、しっかりと事業局全体としてヒアリングもし

ながら、丁寧な充足に努めていただきたいなと。定

着も含めて、しっかりやっていただきたいなと思い

ます。

次、予算書、病院事業会計の59ページにある２条

の（４）ですね。主な建設改良事業の災害拠点病院

施設整備事業５億2800万あるんですが、これ少し内

容を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらの災害拠点病

院施設整備事業ですけれども、こちらのほうにつき

ましては、災害拠点病院としての施設要件を満たし、

災害発生時の医療提供体制を維持するために、北部

病院、それから宮古病院、それから八重山病院にお

いて、給水設備整備工事を行うというものです。当

該事業については、設計自体が令和３年度に完了し

ており、工事についてですね、令和４年３月に契約

を締結して、令和５年２月までに工事を完了すると

いう予定になっております。

災害拠点病院におきましては、災害時に少なくと

も３日分の病院機能を維持するための水を確保する

必要があるということですけれども、こちら３病院

についてはそれが十分確保されていないということ

がありますので、その水を確保するための工事を行

うというものでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

災害拠点病院の要件の中にヘリポート等の整備が

あったと思うので、これに関連して少し確認させて

いただきたいと思うのですが、今八重山病院でヘリ

ポートの設置について、複数案を上げて設置の検討

作業が進んでいると思いますが、案の詳細と今後の

工程について教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 八重山におけるヘリ

ポートにつきましては、今現在、暫定ヘリポートと

いうことで、八重山病院の隣接地にヘリポートが設

置されております。これは八重山地域における急患

搬送用の恒久ヘリポートをつくろうということで、

現在知事公室の防災危機管理課と、それから病院事

業局の本庁、八重山病院、石垣市、八重山事務所を

含めて協議を行っているところであります。

その中で３案、出ておりまして、まず１案としま

しては、八重山病院敷地内でのかさ上げ型ヘリポー

ト。それから２案目に、八重山病院近接地のかさ上

げ型ヘリポート。３案目に、八重山病院近接地の地

上型のヘリポートというふうになっております。こ

れまで病院事業局、それから八重山病院、石垣市と

先ほど申し上げた関係機関で３回協議を行っており

ます。その中で各案について、どういった課題があっ

て、整備に向けてどういった形で取り組んでいくか

というのを協議しているところであります。

○小渡良太郎委員 その課題について、少し詳しく

教えていただけますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

八重山病院、八重山地域における恒久ヘリポート

のほうにつきましては、病院事業局としては八重山

病院敷地内のヘリポートの設置については、そもそ

も八重山病院自体が移転改築をして、今現在、空港

跡地のほうに建設されておりますけれども、その際、

駐車場を含めて将来の移転改築を含めてという形の

ものでスペースを取っていて、現状スペースがない

というところのもので、新しい恒久ヘリポートを八

重山病院敷地内に設置するスペースがないと。それ

からヘリの離着陸に伴う騒音、それから振動、そう

いったものが患者へ与える影響というのがあると。

それと、八重山病院の敷地内につきましては今かさ

上げ型とかというのが出ていますけれども、かさ上

げ型になりますと、地上から20メーターぐらいのと

ころのヘリポートというふうになりますので、そう

いったところで添乗する医師の不安があると。それ

から、そのヘリポートの維持管理に伴う課題という

ところについてはまだ整理されてないというところ

があります。

恒久ヘリポートの整備につきましては、県におい

て複数の整備案というのを提示されておりますけれ

ども、関係機関において今この整備に向けてどういっ

た形で解決できるかという協議が進められていると

ころですので、病院事業局としましても引き続きこ

れら課題解決に向けて関係機関と取り組んでいきた

いというふうに考えているところです。

○末松文信委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、小渡委員から答弁がＡ案につい

てのみとなっており、ほかの二案の課題は

議論されていないのかとの確認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在としては、先

ほど３案申し上げましたけれども、１案として八重

山病院敷地内のかさ上げ型ヘリポート、２案として

近隣でのかさ上げ型ヘリポート、３案で近隣地域の

地上ヘリポートというものです。今現在、八重山病

院敷地内でかさ上げ型がどうにか設置できないかと

いうところに焦点を絞って、まだ意見交換、協議を

行っているというところであります。

○小渡良太郎委員 焦点を絞った理由は何でしょう

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、協議のほうにつ

いては、知事部の防災危機管理課のほうで主導して

協議を進めておりまして、そちらのほうの進め方と

して、まずは病院敷地内におけるかさ上げ型から課

題検討をしていこうということであります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員からＡ案がありきに聞

こえる答弁となっているのでもう少し丁寧

な答弁をするよう、指摘があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

これまで３回にわたり関係者で協議を行ってきた

ところであり、Ａ案だけを協議しているというわけ

ではなくて、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、それぞれこれまで

協議を行ってきました。その中で、特にＡ案につい

て今課題解決に向けてどうかというところの協議を

行っているところでして、決してＢ、Ｃ案をやって

いないと、これを排除したというわけではありませ

ん。

○小渡良太郎委員 そのまま進んでいるので、今の

答弁だと、Ｂ、Ｃ案を排除していないとはいうんで

すけど、Ａ案ありきで進めているように聞こえるん

ですよ、この知事部局も含めてですね。ちょっと八

重山病院に伺いたいんですけれども、３案あるとい

う中で、八重山病院として実際現場で運営されてい

ると思いますから、どの案が適当か、案を限定しな

くても、どういう形のものが適当と考えているか少

し教えてください。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院としては、やはり乗

る医師側がちゃんと安全であるかどうかという判断

が一番必要かなと思っています。今回、３回検討委

員会が開かれたということですけれども、その中で

院長の私は出席させていただけませんでした。やっ

と乗る側の人を出してほしいということで、最後の

12月に開かれたと思うんですけれども、３回目にし

てやっと当院の救急課部長を出席していただいて、

当院の乗る側の話も含めて、そういう検討委員会の

中でのいろいろな話合いは持たれたという次第です。

当院としては、やはり急患搬送に関する事業って

いうのは、そもそも沖縄県が持っている事業だと思っ

ております。その中で、沖縄本島は十幾つの病院で、

持ち回りの当番制で組んで対応しております。八重

山圏域、与那国、竹富町の島々、それと多良間に関

しては、全て八重山病院の医師が添乗して患者さん

を迎えに行きます。その理由は１人しかいない島々

の医師が、その患者とともにヘリに乗って病院に搬

送してしまうと、新たにそこに医師の不在という状

況をつくらないがために、そういうふうな事業が始

まったと聞いております。

そのために当院は、365日全て医師が当番を決めて

やっております。その中でも、ボランティア的な形

でのヘリ添乗の医師が募られていますので、年々、

医師の数が減ってはいる中で、安全性が担保できな

いかさ上げ式になった場合に、やはり添乗してくれ

る医師の確保も今後も難しいし、当院としては大事

な医師が何かあったら家族にも迷惑がかかるし、医

師としての使命で乗っていくのであれば私としては

安心・安全な地上案をぜひともお願いしたいという

ような形で意見は述べさせていただいております。

それと、当院は日本の南の国境の街の唯一の中核

病院です。今後ウクライナとか、いろんな情勢の中

で、非日常なことが起きた場合に対応すべきという

ことは、職員全員、自分たちの使命だと思って医療

を提供していますので、ぜひともその安全というこ

とをしっかりと確保できるようなヘリポートを私た

ちは望んでおります。

以上です。

○小渡良太郎委員 ちょっと思っていたよりひどい

んですけれども。検討委員会、３回話合いが行われ

たということなのですが、参加メンバーと内容を教

えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

参加メンバーにつきましては、知事公室のほうが

防災危機管理課、それから病院事業局のほうが病院

事業経営課、あと地元の八重山病院、それから県の

八重山事務所、それと石垣市の職員というふうになっ
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ております。

○小渡良太郎委員 先ほどの院長の答弁では、八重

山病院の方は３回目でようやく出席できたという話

だったんですけれども、当事者から何で最後３回やっ

て、当事者の意見が３回目しか聞き取ってないとい

う理由を。普通だったら最初に聞くべきだと思うん

ですけど、何で３回目からしか参加できてないのか。

１回目、２回目、それぞれ教えてください、１、２、

３回、別々で。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

先ほどのものは、医師が参加したということです

けれども、この意見交換につきましては、まずは事

務方でですね、本庁の課長、それから病院であれば

事務部長、石垣市においても課長クラスということ

で、事務レベルで意見交換をしましょうということ

で始まったものであります。その際、八重山病院か

らは事務部長が出席と、本庁の病院事業経営課から

は私が、それから防災危機管理課からは課長のほう

がと。石垣市も同じように関係する課長のほうが参

加しているというふうになっております。

それから、先ほど３回の協議を行ったということ

ですけれども、３回目のほうについてはできるだけ

事務方ではなくて、生の添乗するドクターの意見も

聞きたいということで、３回目にはドクターのほう

の参加も行ったというところであります。

○小渡良太郎委員 まず、Ａ案を検討しようという

ふうになったのは何回目からですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 まず第１回目の協議、

これが昨年９月１日に行われまして、その際に知事

公室の防災危機管理課のほうから先ほど申し上げた

３案が示されたと。これについて各関係者、おのお

のの立場から賛成、反対、課題等について話をした

と。

第２回目の会議、これにつきましては昨年の10月

26日に開催されまして、その際も同じくこの３案に

ついて、またそれぞれの立場から課題等を話したと。

３回目のほうが昨年の12月21日に行われまして、

このときにＡ案をさらに深掘りする形で、Ａ案とい

うのは八重山病院の敷地内のかさ上げ型が設置でき

ないかということで、Ａ案を深掘りする形で協議を

行ったというところであります。

○小渡良太郎委員 通常、先ほどの院長の答弁でも

あったとおり、乗るドクターの意見とかというのは、

できるだけ早めに聴取しておかないといけないし、

Ａ案に当たって乗るドクターの心配があるというの

が先ほど課題に上げていたんですけれども、それを

このタイミングで聞いたら当然だよねというふうに

も思えるわけです。

座波議員の一般質問の中でも、知事公室から出た

文書に関して２月17日に出て３月７日に回答期日と

いうことで、急患搬送ヘリポートの設置についての

依頼という文書が病院事業局長宛てに出されている

と思います。Ａ案に対する事業局の検討結果の回答

ということで、３月７日の期限付で求められている

と思うんですが、その検討結果の詳細を教えてくだ

さい。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらのほうの回答

期限が３月７日というふうになっておりますけれど

も、こちらのほうについては、これまで病院事業局

としては３回の協議の中で、病院事業局本庁だけの

意見ということではなく、八重山病院と調整して病

院事業局としての意見を述べさせていただいており

ます。

３月７日の回答につきましては、今日これから八

重山病院の院長、それから事務部長を含めて病院事

業局としての対応を協議して回答させていただきた

いというふうなことで、回答のほうを延ばしている

という状況です。

それから先ほど医師の添乗の不安ということがあ

りましたけれども、これにつきましては第１回の協

議の際に八重山の事務部長から再三にわたり、医師

がそういうかさ上げ型については不安を覚えている

というのを話しております。ただ、そうなんです、

実際に医師の生の声を聞きたいということで、第３回

目は医師の出席をお願いしたというところでござい

ます。

○小渡良太郎委員 この１、２、３案ですね、いろ

いろと私も手元の資料を見ていたら懸念事項がいろ

いろ存在するんですけど、その話する前に、まずそ

れぞれの案の概算整備費を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらの費用の概算

でありますけれども、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案ということ

で３案を検討する際に、知事公室のほうから資料と

して数字のほうが示されておりますけれども、こち

らのほうについては、所管が知事部の防災危機管理

課のほうになりますので、この場での私からの回答

は差し控えさせていただきたいというふうに思いま

す。

○小渡良太郎委員 手元に資料があるので私は分か

るんですけれども、このヘリポート、かさ上げの場

合ですね、地上型だったらどれでも対応できると思

いますので、このかさ上げ案である１、２のヘリポー
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トについて、このヘリの機種別ですね、種類、どこ

まで対応できるような形になっているのか教えてく

ださい。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちら３案のほうに

つきましては全てですね、今現在急患搬送をやって

いるのが海保のヘリですけども、それを主体としま

して自衛隊ヘリ、それからドクターヘリ―八重山通っ

ていませんけど、それも対応できると。唯一対応で

きないのが自衛隊大型ヘリで、ＣＨ－47と言われて

いるチヌークですね。こちらのほうについては、か

さ上げ型でも対応できないというふうになっており

ます。

○小渡良太郎委員 なぜ自衛隊の大型ヘリが対応で

きないのが上がっているのか、根拠を教えてくださ

い。

○與儀秀行病院事業経営課長 今示されている案で

は、11トンクラスまでのヘリのものという形のもの

で示されておりまして、チヌークのものでかさ上げ

型といいますと整備費用もかなりかかるのかなとい

う形を思いますけれども、恐らく病院のほうでです

ね、県立病院だけじゃなくて民間病院とかでも、ヘ

リポート設置していますけれども、そちらのところ

でもかさ上げ型でチヌークをですね、まあ、着陸す

るというところはありません。

で、チヌークが着陸するというところのものにつ

いては、地上型で整備していると。あと、チヌーク

のほうについては、今想定している面積のかなり大

きな面積でもって着陸帯を造らないと着陸できない

というところがあります。

○小渡良太郎委員 八重山病院では、このチヌーク

型で急患搬送したっていう事例は全くないんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

現在も暫定ヘリポートは、あくまでも海保のヘリ

対応ですので、そちらのほうにはチヌークはおりま

せん。しかし、そのチヌークを利用して、当院の重

症患者を沖縄本島まで運ぶ場合には、新石垣空港ま

で私たちが石垣市消防の救急車に要請をして、それ

に患者さんと医師が乗って、まず空港に向かい、そ

こで空港で乗り換えて、那覇空港で降りて、それか

らまた救急車に乗り換えて、受入れ病院のほうに連

れていくという形をとっております。

しかし、昨年の８月、与那国の高齢者施設でクラ

スターが出たときに、重傷者が多数出ました。それ

で最も重症者を早急に病院に収容しなきゃいけな

いっていうことで、その３名の重症の患者さんを運

ぶ場合にですね、海保のほうに依頼しましたら、３回

をピストンで運ばないと３人は運べないっていうこ

とで、そうすると、もう１日かかってしまうという

ことで、急遽、海保じゃなく自衛隊のほうにお願い

して、２人とお一人という形で２回の搬送で済んだ

ということで、その際にチヌークを利用して患者を

病院に収容したっていうような今回経験はありまし

た。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

この大型ヘリを活用する場合というのは、複数名、

重症患者搬送が必要となった場合とあります。本島

内であれば１人しか運べないヘリでも何とか対応で

きると思うんですけれども、八重山は離島ですから、

やっぱり何かあったときのために対応できるような

環境を整えるのが本来の姿であると思います。最初

から１人しか運べないもの、じゃあ、先ほど話が出

たようにですね、複数の患者が発生して運ばないと

いけないというときに、10機も20機も飛ばしてです

ね、ピストン輸送するのと。それを対応できる、海

保も海保の仕事があるし、そんな中で、その対応を

じゃあ誰にお願いするのという大きな懸念が―八重

山地域の医療の安全保障の観点から大きな懸念があ

るのかなと考えております。

この令和２年度の八重山病院からの急患搬送が、

海保65件、自衛隊32件、計97件という形になってる

んですが、この自衛隊ヘリ対応、一部対応できない

という形になると、できない場合の、この自衛隊が

担った33％をどのような形でやるのかっていう代替

案が必要になると思います。この代替案は何か病院

事業局で検討されたりしていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、八重山の恒久ヘ

リポートについては、暫定ヘリポートを恒久ヘリポー

ト化するというところで、議論、協議が行われてい

るというところであります。

委員おっしゃったとおり、多数の負傷者が出た場

合の大量輸送とか、そういうのどうするかというと

ころがありますけれども、これにつきましても、先

日協議の中で、チヌークがとまれるようなところを

どこか近くに確保する必要があるのではないかとい

うような議論はなされております。

ただ、これについてはまだ、暫定ヘリポートを恒

久化するに当たっては、ヘリポートの中でですね、

取り入れていくかと、そういったところまでは進ん

でないというところであります。

○小渡良太郎委員 暫定だったらしようがないんで

すよ、あくまで暫定ですから。でも、これから造る

のは恒久ですよね、恒久ヘリポートを造ると。恒久
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ヘリポートを造って、想定以上のことが起きましたっ

て言い訳は聞きたくないんですよ。何かあったとき

にちゃんと対応できるようにするのが、本来の行政

がやるべき仕事であって、それでチヌークを入れま

せん、今話を聞いたら複数名、急患搬送、患者をど

うしても搬送しないといけないという状況が出てき

たら、今代替案は持っていませんという答弁でした

けれども、それで本当にいいのかというのはありま

す。

そもそもだから、この１案の検討に関して絞って

検討しているというのもちょっといろいろ考えると

ころあるんですけれども、今の答弁を聞いてたら考

える余地もないんじゃないかなというふうな気がし

ます。

ただ、もう少し掘り下げて確認をしたいんですが、

このかさ上げ型ヘリポートの、手元の資料でですね、

維持管理コストの部分で、エレベーター設置が必要

な場合には保守費用がかかるというふうに書かれて

います。

このエレベーターを設ける理由って何ですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在、想定してお

ります、かさ上げ型ヘリポートというのが、大体

20メートルのかさ上げ型ヘリポートというふうに言

われておりますので、当然そこでですね、離着陸す

るに当たって、患者の病院への搬送の際には、エレ

ベーターが必要になってくるというところで、エレ

ベーターの設置というのがあると。

○小渡良太郎委員 八重山病院の急患搬送口って何

階に設置されていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 急患搬送口は１階に

設置されています。このかさ上げ型ヘリポートのほ

うにつきましては、ヘリの着陸の際のダウンウォッ

シュとか風の影響であったり、それから着陸してく

る際の高さや周りに建物があると降りてこられない

というのはありますので、そういった高さ制限をク

リアするというようになってかさ上げ型というのが

今、案として上がっているというところであります。

それから、建物のほうにつける渡り廊下みたいなの

もありますけども、そちらのほうについては、患者

さんも振動による影響だったりとかっていうのがあ

りますので、建物から離したところでかさ上げ型と。

敷地内ということで、Ａ案という形で今、案が上がっ

て協議を行っているところであります。

○小渡良太郎委員 いろんな病院でヘリポート、病

院だけじゃなくて、民間企業でもありますけど、上

にある理由というのは、上に置いてそのまま運べる。

人も運べるというから上に置くというのが合理的で

よく理解はできます。搬送口が下にあるのに、上に

降ろしてわざわざエレベーターで急患搬送患者を上

げ降ろしして、それで医師の不安もあるよとかって

話されたらですね、何にもいいところない案なよう

な気がするんですけれども、この１案に関して、設

置場所を見ると、ヘリポートに隣接する病院側の壁

に面しているのが、乳幼児とかが入っているＮＩＣ

Ｕだという話も聞きました。

先ほどから、答弁にあるように、ダウンウォッシュ

により相当の騒音と振動が発生するということにな

ると、壁面強化の工事が必要になるんじゃないかな

というふうに考えます。このスムーズな搬送もかさ

上げ型だとなかなか厳しいという答弁で出てますし、

また、このいろんな部分を考えていくと、設置する

工事だけではなくて、病院側にも相当の強化をした

り、補強をしたりという工事が必要になる案じゃな

いのかなと、一番金のかかる案になってるんじゃな

いかなというのを強く感じます。

もちろん検討しているはずですから、このＡ案が

採用された場合ですね、八重山病院側の補強工事と

か、いろんな部分が発生すると思うんですけれども、

それの概算とかっていうのは出されてますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 まだ協議の段階です

ので、まだそこまで概算ということは出されており

ませんけれども、もしそういったかさ上げ型ヘリポー

トを八重山病院の敷地内に設置するということであ

れば、それは知事部の予算でもってやっていただき

たいという要望は、こちらのほうから出させていた

だいております。

○小渡良太郎委員 八重山病院はあれなんですよ、

2018年の10月に新築された病院です。築４年にも満

たない、まだ新しい病院なんですね。では病院を新

築する際に、こういうヘリポートの運用も含めて設

計何でしなかったのっていう話にもなるんですよ。

補強が必要とかって話になってくると。そこら辺ど

う考えていますか。見解を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 八重山病院の移転改

築に当たりましては、当然、災害拠点病院でもあり

ますし、ヘリポートも必要だということで、病院事

業局としても考えておりました。

現在の場所に移転改築した際に、近くに市の真栄

里ヘリポートがあると。それを使えるということで、

委員お話ありましたけれども、屋上のほうにヘリポー

ト設置ということもやっておりません。そのため、

今現在の建物の中で屋上に設置するというふうにな
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りますと、加重が持たないということで、そこもヘ

リポートが設置できないというふうになっておりま

す。

○小渡良太郎委員 この離島の災害拠点病院で急患

の搬送もしないといけない。もちろん出てくるわけ

です、そういう業務が。ずっと昔から自衛隊、海保

の協力も得てやってるわけですから。それをしっか

りできるようにするために、病院建設やるべきであっ

て―そもそもの話、これは話してももう出来上がっ

ているのでしようがないとは思うんですけれども、

今言ったように設備面での懸念だけじゃなくて、運

用面でも懸念があります。

ちょうど私、この２月、石垣にいろいろな事情で

行ってたんですけれども、この周辺地域、電柱が地

中化されてなかったと。道路に隣接した地域を想定

すると、病院に近い場合、道路にも近接するという

形になります。そうすると、既存の電柱及び電線が

この安全な運用に関して、リスクの一つに数えられ

るかなと思いますし、離発着の際に周辺道路にダウ

ンウォッシュが降りるわけです。そうすると、ほか

のところの事例だと、ヘリが降りるときには交通を

一時停止するとかっていう、この交通安全上の配慮

とかもしていかないといけないというのは、ぱっと

見ただけで私でも容易に想像ができるんですが、そ

こら辺についても病院事業局の見解を教えてくださ

い。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

このＡ案については、まだ検討段階でして、かさ

上げ型については、先ほど申しましたように20メー

トルの高さのかさ上げ型と。20メートルのかさ上げ

型になりますと、そういった地上へのダウンウォッ

シュっていうのは、かなり軽減されるということは

一応聞いております。

ただし、我々病院事業局としましては、先ほど申

し上げましたけれども、地元の八重山病院と協力し

ながらこれについては協議を行っているところであ

り、八重山病院の当然抱えてる不安については、我

々としても共有して、知事部のほうと協議を行って

いるところであります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員からＡ案に対しての病

院事業局の率直な意見を聞きたいとの申入

れがあった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 病院事業局としまし

ても、現在の八重山病院の敷地内においては、そう

いった設置スペースはないということで理解してお

りますし、Ａ案については反対ということで、これ

まで３回の協議の中で知事部に対しては話をしてい

るところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

今回いろいろ質疑させていただいて、私も委員の

１人として、このＡ案、１案ですか、施設整備とか

運用面、あらゆる面で見て、著しく客観的合理性に

欠けてるんじゃないかなというふうに感じます。そ

のことを指摘して、公正な検討、選定等がなされる

ことを要望して、私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。

我が会派の花城大輔議員が今回一般質問で中部病

院の件を伺っておりましたので、もうちょっとその

件も絡めて、次年度の件お話を聞かせていただきた

いと思います。

まず、職員の労働環境の向上ということで、今ど

のような施策を取っているのかということをお伺い

します。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 県立

病院事業全体の取組の概要ということで御説明いた

します。

病院事業局としましては、業務の改善及び時間外

勤務の縮減のためのプログラムというのを定めてお

りまして、これに基づきましてまず時間外勤務の縮

減に向け取り組んでおります。具体的には、所属長

による時間外勤務に係る勤務時間とか勤務状況の管

理、それから衛生委員会による長時間労働の改善指

導、また、医師クラーク、看護クラークの配置等に

よる医師、看護師等の負担の軽減等に取り組んでい

ると。

また、医師につきましては、一部の診療科で変形

時間労働制という働き方を導入いたしまして時間外

勤務の縮減に取り組んでおります。

以上のような取組に加えまして、当然のことなが

ら、人材確保に努めるということによりまして、職

員の労働環境の向上に努めているというふうな取組

が概要でございます。

○新垣淑豊委員 この一般質問の中で県立病院の医

師が時間外58.6時間で、看護師が10.4時間というふ

うにお話をされておりましたが、この時間というの

は新型コロナで今本当に大変な状況だと思いますけ

れども、その以前と比べてどうだったのかと。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 端的
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に申しますと、以前の状態、令和元年度ということ

になるかと思いますけれども、令和元年度に比べて

令和２年度の時間外は、相対的に減りました。

令和３年度は対しまして、令和２年よりは若干時

間外は増えております。

令和元年度と３年度を比べますと、まだ令和元年

度に比べて時間外勤務の時間数は低いという状態に

なっているという状況です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

先ほどのプログラムが機能してるということかと

思います。今回の資料を見ても退職者と新規の採用

者、また、その差もありまして欠員も出るというこ

となんですけれども、例えば、花城議員のお話だと、

中部病院の泌尿器科の件が上げられておりましたが、

それ以外で例えば県立病院の中で、この科に関して

の医師の方、もしくは、それに関する医療スタッフ

が欠けているところというのは、どれぐらいあるん

ですか。要はこれは非常に大きな話だと思うんです

よ。

○松元博久病院事業総務課班長 現在、医師不足に

より診療休止の診療科は、県立病院で３診療科、北

部病院の泌尿器科、中部病院の眼科、八重山病院の

眼科。あと、医師不足により現時点で一部診療制限

の診療科は、北部病院の脳神経外科となっておりま

す。こちらは、医師不足の定義としては、定員に対

する欠員というよりは、外来を現時点でやっていな

いとか、一部外来を診療制限している等になってお

ります。

以上です。

○新垣淑豊委員 先ほどの時間外労働の件にも

ちょっと関わるんですけれども、時間外労働、かな

りハードなお仕事されてるなというふうに感じます

けれども、例えばこれが他の病院と比べてどういう

状況になってるのか。県立病院の中の話ではないん

ですよね、人材の取り合いというのは、多分民間病

院も関わってくると思うんですけれども、この辺りっ

てどうなんですかね。今の、ちょっと足りないとこ

ろも含めてですね。でも、同じぐらいの病床であれ

ば、私がちょっと聞いてるのは、ほかの同規模の病

院だと、先ほどの泌尿器科の医師が５名いる、もし

くは６名いる。だけれども今中部病院では２名、今

度から１名体制になるというような状況もあります

が、この辺ってどうなんですかね。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 なか

なか民間の医師の皆様の労働状況がどうだというよ

うなデータのほうは、ちょっと残念ながら持ち合わ

せていないんですけれども、これは民間ではなくて

全国の都道府県レベルの公立病院の数字で比較いた

しますと、医師の時間外労働に対する時間外勤務手

当の手当額ベースで見ますと、沖縄県は一番高いと

いうことでございます。

ただし、沖縄県のほうは当直とか、よその県でも

やられているような勤務に対しても、よその県より

は時間外手当を多く払ってるという状況もあります

ので、一概に時間外手当の支給が全国一だから時間

数が一番多いということにはなりませんけれども、

全国の都道府県の病院と比べて、恐らくは、平均以

上の時間数は時間外勤務をされているんじゃないか

なとは少なくとも言えるとは思っております。

県立病院の診療科の中で見比べた状況を申し上げ

ますと、診療科によって時間外勤務時間数には大分

ばらつきがございます。産婦人科とか、新生児科と

かは時間外労働時間数が多い状況にあるんじゃない

かなと思いますけれども、それに比べて大きく時間

外時間数が低いという診療科もありまして、これは

診療科によって様々というような状況です。

○新垣淑豊委員 例えば人材の確保という点では、

今産婦人科が非常に時間外労働が多いというお話で

あれば、やはりそこを手厚くするという方向で今考

えているんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 時間

外労働時間数が多いところ、診療科について増やす

というのは当然一つ考えないといけないというポイ

ントかとは思いますけれども、後はどれだけその地

域に患者さんが将来にわたっていらっしゃるような

推計になっているかとか、将来的なニーズですね。

それも考えないといけないし、あとは、全国的に実

際にその診療科の医師の皆さんがいらっしゃるのか、

いらっしゃらないのかという、全国的なニーズのほ

うじゃなくて、供給のほうの状況も見ながら、定数

というのを実際に要求していかないといけないとい

うこともありますし、あと、あえて言えば診療科に

よって稼ぎ、収入ですね。どれぐらいペイするよう

な診療科というところも勘案しないといけませんの

で、一概に時間数が多いところだからすぐ増やすと

いう話にはならないということではあります。

○新垣淑豊委員 もちろん病院経営という面でも理

解はしていますけれども、やはり特に産婦人科のと

ころは、もう多分、県立病院が最後のとりでじゃな

いかなというふうに思います。そこから人がいなく

なるとどうやって、今後少子化対策もしなければい

けないと言っているけれども、安心して子供を産む
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環境がないじゃないかということにもつながりかね

ないと思いますので、ぜひここは、もちろん将来予

想も含めてですけれども、しっかりと取り組んでい

ただきたいなと思います。

ちょっとこれもまた同じく一般質問のほうからな

んですけれども、例えば、支援ロボット等の要望が

あったというお話がありましたけれども、これは令

和４年度の当初予算でどのように組まれているんで

しょうか。今回陳情も上がっていますけれども。

○與儀秀行病院事業経営課長 各病院からの要望等

につきましては、本庁機関の各担当が定期的に調査、

聞き取りを行いまして、把握に努めていると。今回

の予算編成においても各病院の担当者に聞き取りし

て、予算の編成を行ったところであります。

ロボット手術については、人の手で行うよりも精

密で安全性が高い手術が行いやすく、患者にとって

も体への負担が少ないということで、導入当初は、

前立腺がんとか、腎がんというところで手術が行わ

れていたんですけれども、今現在としては、胃がん、

食道がん、肺がん等、手術の適用範囲が広がってき

ているということで、病院事業局としても、これは

もうぜひ病院現場に必要なものだというふうに認識

はしております。

現在、県立病院については、まだどちらのほうに

も導入されておりませんので、これについては、病

院事業局としては、病院現場の状況とか課題等を踏

まえて、病院現場と連携して、早期実現に向けて今

現在取り組んでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。

○新垣淑豊委員 ぜひお願いします。例えば、こう

いった機材で大分職員の負担が減るとか、そういう

ことになると、先ほど言っていた離職者の減という

ものにもつながると思いますので、ここは早急にやっ

ていただきたいなということですね。

ちなみに、これ今のロボットの件についてはどれ

ぐらい前から要望が上がっていたのかということを。

○與儀秀行病院事業経営課長 先ほど申し上げまし

たけれども、平成４年度の予算編成において中部病

院から手術ロボットを導入したいという要望は出さ

れておりません。ただし、導入に向けて検討を行っ

ているという報告は受けておりましたので、近い将

来、中部病院としては導入したいんだなということ

は把握しております。

○新垣淑豊委員 ちなみに、ほかの病院の先生方も

いらっしゃっていると思いますけれども、こういう

形でもうどうしてもこれを早めに欲しいんだという

ようなものがあれば、教えていただきたいんですけ

れども。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 発言の機会をいただけて大変感謝しております。

私どもはロボット手術の支援金でなくて、私たちが

今一番欲しいと考えているのは、ハイブリッド手術

室と言います。これは手術室の中に血管造影のレン

トゲンの装置も同時にある―そういうものがハイブ

リッドなんですが、これはカテーテル治療が格段に

進歩して安全性が増します。つまりは脳動脈瘤に対

してカテーテルという管を使って手術をすることが

できるし、心臓の弁の狭窄症に対してカテーテルだ

とかステントといった医療器具を安全に使うことが

できます。これは、通常の手術室で心臓を開けてや

るものとは違うので、カテーテル―足から血管に管

を通してやるものなので、特殊な機械と技術が必要

で、私たちの病院には、その技術を持った医師がそ

ろっています。ただ、部屋がないんです。それで、

喫緊の課題として、そのハイブリッド手術室をぜひ

病院につくっていただきたいと考えております。

ロボット支援手術については、これはほかの病院

でもし必要であるということだから、それは譲って

もいいかなと思っています。

○我那覇仁病院事業局長 ロボット支援手術、それ

からハイブリッドと、これは、昨年から我々は県立

病院ビジョンということで、向こう５年、10年とい

うふうなことで青写真をつくって、今月中には策定

すると。この２つの、やっぱり高度医療機器という

ことは、やはり研修医を獲得するにもぜひ必要だと

いうことが、やっぱりこの機器がないと来ないとい

うことがありますので、そこら辺はぜひ、ロボット、

ハイブリッドも局としても、なるべく早く導入でき

るような方法を検討していきたいなというふうに考

えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。

本当に、こういった装置がそろってくると、研修

医も集まる。非常にいいことになると思いますので、

ぜひ、与党の皆さんにしっかりと知事との予算掛け

合いやっていただきたいなと思います。よろしくお

願いします。

私からは以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。）

○末松文信委員長 再開いたします。

それでは、以上で病院事業局関係予算議案に対す
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る質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後３時10分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、保健医療部長から保健医療部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 よろしくお願いします。

保健医療部所管の令和４年度一般会計及び特別会

計歳入歳出予算の概要について、御説明申し上げま

す。

通知しました令和４年度当初予算説明資料をタッ

プし、資料を御覧ください。

資料の１ページを御覧ください。

令和４年度一般会計部局別歳出予算の総括表と

なっております。

令和４年度一般会計歳出予算額は、表の一番下、

県全体の合計は8606億2000万円、そのうち保健医療

部は枠で囲った部分の965億629万8000円で、県全体

の11.2％となっております。前年度と比較しますと

170億5925万4000円、21.5％の増加となっております。

２ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳入予算を款ごとに示し

ております。

令和４年度一般会計歳入予算額は、県全体の合計

が8606億2000万円となっており、そのうち保健医療

部の令和４年度一般会計歳入予算は枠で囲った部分、

９の使用料及び手数料２億6713万7000円、10の国庫

支出金349億935万6000円、11の財産収入577万7000円、

13の繰入金17億5097万6000円、15の諸収入４億5364万

9000円、16の県債3370万円、合計で374億2059万5000円

を計上しており、県全体の4.3％となっております。

前年度と比較しますと141億886万7000円、60.5％の

増加となっております。

３ページを御覧ください。

保健医療部の歳入予算の主な内容について御説明

いたします。

欄外左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目、（款）使用料及び手数料２億6713万7000円

につきましては、２行目、（節）精神保健福祉センター

使用料及び４行目、（節）屠畜検査料等に伴う証紙収

入などを計上しており、前年度と比較しますと１億

9322万9000円、42％の減少となっております。これ

は主に県立看護大学の法人化に伴う県立看護大学授

業料及び県立看護大学入学料の減少などによるもの

であります。

５行目、（款）国庫支出金349億935万6000円につき

ましては、前年度と比較しますと138億5204万8000円、

65.8％の増加となっております。これは主に７行目、

（項）国庫補助金について、新型コロナウイルス感

染症対策のための新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の増加及び看護職員の収入引上げを図

るための看護職員等処遇改善事業などによるもので

ございます。

次に、９行目、（款）財産収入577万7000円につき

ましては、前年度と比較しますと395万4000円、40.6％

の減少となっております。これは主に県立看護大学

の法人化に伴う教員の公舎入居に係る建物貸付料な

どの減少によるものでございます。

次に、11行目、（款）繰入金17億5097万6000円につ

きましては、沖縄県北部地域及び離島等緊急医師確

保対策基金繰入金及び地域医療介護総合確保基金繰

入金を計上しており、前年度と比較しますと２億

1287万3000円、13.8％の増加となっており、これは

主に基金充当事業である北部基幹病院整備推進事業

の増加などによるものでございます。

次に、14行目、（款）諸収入４億5364万9000円につ

きましては、15行目、（節）県立病院貸付金元利収入

及び17行目、（節）雑入などを計上しており、前年度

と比較しますと２億1312万9000円、88.6％の増加と

なっております。これは主に那覇市所管介護施設等

のＰＣＲ検査実施に係る受託事業収入の増加などに

よるものでございます。

次に、19行目、（款）県債3370万円につきましては、

（節）保健所施設整備事業及び（節）公共施設等適

正管理推進事業などを計上しており、前年度と比較

しますと2800万円、491.2％の増加となっております。

これは主に看護大学施設の老朽化に伴う施設改修事

業などによるものでございます。

４ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳出予算を（款）ごとに

示しております。

令和４年度一般会計歳出予算は表の一番下、県全

体の合計は8606億2000万円、そのうち保健医療部の

令和４年度一般会計歳出予算額は、枠で囲った部分、

３の民生費326億1595万2000円、４の衛生費631億

4164万4000円、10の教育費７億4870万2000円、合計

965億629万8000円を計上しており、前年度と比較し

ますと170億5925万4000円、21.5％の増加となってお

ります。
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５ページを御覧ください。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

欄外左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目、（款）民生費326億1595万2000円につきま

しては、前年度と比較しますと２億4529万8000円、

0.8％の増加となっており、これは主に国民健康保険

負担金等事業費における市町村の一般会計に対する

負担金の増加などによるものでございます。

２行目、（項）社会福祉費において、右側の事項別

内訳にありますとおり、後期高齢者医療負担金等事

業費、国民健康保険指導費などを計上しております。

次に、３行目、（款）衛生費631億4164万4000円に

つきましては、前年度と比較しますと170億7595万

3000円、37.1％の増加となっております。これは主

に４行目、（項）公衆衛生費については、こども医療

費助成の通院対象年齢拡大に伴う事業費の増加及び

ＰＣＲ検査などの相談検査体制の構築のための事業

費の増、７行目、（項）医薬費については、受入れ病

床確保や宿泊療養施設確保等の新型コロナウイルス

感染症対応事業費の増加、並びに医療提供体制を構

築するための救急医療対策費の増加などによるもの

でございます。

次に、９行目、（款）教育費７億4870万2000円につ

きましては、前年度と比較しますと２億6199万

7000円、25.9％の減少となっており、これは主に県

立看護大学の法人化に伴うシステム構築事業が完了

したことによる事業費の減少などによるものであり

ます。

次に、６ページを御覧ください。

保健医療部所管の特別会計、国民健康保険事業特

別会計の歳入歳出予算について御説明いたします。

表の下から２行目、国民健康保険事業特別会計の

歳入歳出予算額1588億7263万7000円を計上しており

ます。

次に、７ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算を款ご

とに示しております。

前年度と比較しますと３億554万1000円、0.2％の

減少となっており、これは主に後期高齢者支援金の

減少などによるものであります。

以上で、保健医療部所管の一般会計及び特別会計

歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから、重複す

ることがないよう簡潔にお願いします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案及び甲第

20号議案に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。よろしくお願い

いたします。

私のほうから２点お伺いしたいと思います。１点

目は所管外だったと思います。

２点目として、妊娠期からつながるしくみ体制構

築事業についてお伺いしたいと思います。まず、そ

の内容、それから１番目に質疑出してありますので、

母子健康包括支援センター設置状況と未設置市町村

の課題についてお伺いします。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

母子健康包括支援センターについては、令和４年

２月現在、24市町村で設置が済んでおり、令和４年

度以降に設置を予定している市町村は13市町村、設

置未定が４村となっております。未設置の主な理由

は、既にセンターの機能を果たしている、専門職員

を含む職員の確保が難しいことが挙げられておりま

す。

課題解決のため、県からは、センターとしての機

能を果たしていたとしても、看板を掲げることで住

民から相談場所が分かりやすくなること、子育て支

援に力を入れていることのアピールになることや、

業務の重点化により、兼務職員で運営している小規

模町村の事例を紹介し、理解を求めてきたところで

ございます。

○比嘉京子委員 専門職員というのは、どういう職

種の方でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 保健師をはじめ助産師等、

あと精神保健福祉士等も入っております。

○比嘉京子委員 24の市町村においてはそれが充実

しているということで、この令和４年度13か所予定

というところには、その見込みがもう見えていると

いうことでよろしいですか。

○国吉悦子地域保健課長 13か所につきましては、
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センターを設置する予定で今準備を進めていると聞

いております。４年度以降というお答えなので、皆

さん早期に進めていただきたいということで意見交

換をしております。

○比嘉京子委員 今回の妊娠期からつながるという

のは、新となっているんですけれど、従来からされ

ている事業だと思うんですけれども、これは未設置

市町村の課題を解決するモデル事業をするというこ

とで新というふうになったのでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 委員がおっしゃるとおり

で、センター未設置市町村の課題を解決するために、

県では令和４年度から新たにモデル事業を創設し、

離島等の人材確保が難しい町村に対し専門職を派遣

するなどの支援を行うほか、センター機能の充実を

図るための人材育成研修等を実施するなど、事業内

容を拡充することとしております。

○比嘉京子委員 モデル事業は、具体的に何か所と

か、どこだというようなことはどうでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 今、課題として職員が確

保できないと意見を出しております離島町村の３か

所をモデル的に考えております。

○比嘉京子委員 そのモデル事業に指定して、人材

を派遣して、その仕組みのお手伝いをするというふ

うに理解してよろしいですか。

○国吉悦子地域保健課長 実際にその仕組みを伝え

ていきながら、センターとしてどう妊産婦に相談を

展開していったらいいかというものを、町村の職員

と一緒に立ち上げていくまでの準備をしていくとい

うところです。

○比嘉京子委員 この人材がいないということは、

例えば妊娠、出産、子育てというのができていない

のではなくて、どういう状況だから設置が難しいの

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 できていないわけではな

くて、この町村も全数、妊娠届出があった妊婦さん

の面接をされていて、今、実際にその方たちに必要

な支援というのを実施しているところなんですけれ

ども、お一人で幾つも、母子保健事業だけでなく、

住民健診であったりいろんなことを担当しているも

のですから、このセンターを設置することで、また

さらなる事業が増えるのではないかとか、設置に対

して今よりもさらに業務が増えると、優先的に母子

に関わることができないんじゃないかということで、

なかなか設置を踏みとどまっているというところが

ございます。

○比嘉京子委員 分かりました。

結局、それをお手伝いすることによって、その運

営を支援しながら、それを機能させていくというよ

うなモデル事業だというふうに理解をいたします。

それから予想される効果というのはどうなのでしょ

うか。

○国吉悦子地域保健課長 今回につきましては、本

事業の実施により、全市町村においてセンターが設

置され相談機能が充実することで、全ての親子が住

み慣れた地域で不安を抱えることなく、安全・安心

に暮らせる環境を提供することにつながることと

思っております。

○比嘉京子委員 これは４年前にも、現知事の公約

に大きく掲げた、いわゆる沖縄版のネウボラという

制度を使わせてもらったんですけれども、本当にま

だ、この４年たって24か所だというお話ですけれど

も、とにかく今までなかったような機能を各市町村

に芽出しをしていくということで、非常に御苦労さ

れているなというふうには思っております。

部長にお聞きしたいんですけれども、今この事業

を中心として、どういうことを絡めていくようなシ

ステムをしようというふうにお考えですか。

○大城玲子保健医療部長 母子包括支援センターの

拡充につきましては、子供の貧困対策とも非常に密

接に関連していると思っています。妊娠の届出が出

されてから、それから子育てに至るまで、しっかり

としたフォロー体制ができることによって、そうい

うことが解決していけるのではないかと考えており

ますので、市町村全体にこのセンターが設置できて、

さらに拡充できていることが、子供たちを健全に育

てていくための方策であるというふうに考えます。

○比嘉京子委員 これを中心に、何よりも母子手帳

をもらいにそこに来るわけですから、来たときにア

ンケート等を実施することによって、リスクの大中

小といいましょうか、リスクの高い、低いというよ

うなことが調査され、そして、しっかりとそれを支

える家庭訪問であるとか様々なこと、これはもう健

診にもつながると思われるわけですよね。そうする

と、今事業が皆さんのところにあるもの、それから

昨日もちょっと子ども生活福祉部のほうに聞いたん

ですけれど、この事業がこれに関連して、全部ここ

にまとまればというような事業が、例えば10代の妊

娠であるとか、それから、産前産後のケア、サポー

トというようなものであったりとかいうような、事

業事業が散在しているというか、皆さんの中だけで

も部署が違うというようなことが起こっていたりし

ます。考え方としては、私はやっぱり、そこの中に
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太く全部が入るような連係プレーといいますか、と

いうのは、手帳をもらいに来たときに、こういうこ

とがあるという情報を一括して発信をしていくとい

うようなことがとても大事ではないかというふうに

思っているのですが、その考えについて、皆さんの

ほうでもおありなのかどうかお聞きしたいと思いま

す。

○大城玲子保健医療部長 委員おっしゃるとおり、

やはり妊娠の届出があってから、窓口が一元化され

るというのは非常に重要だと思っております。保健

医療部で所管している事業、それから子ども生活福

祉部で所管している事業、様々ございますけれど、

それは保健医療部とか福祉部とかいうことではなく

て、どういう支援がこの人に必要なのかというとこ

ろを見極めた上でその事業につないでいくというこ

とが重要だと考えておりますので、母子包括支援セ

ンターを含めて、また、子ども生活福祉部では若年

母子の居場所などについてもやっておりますので、

その辺は連携しながら、しっかりと取り組んでいく

必要があると考えています。

○比嘉京子委員 10代じゃなくても産前産後で不安

定になる人たちが多いことと、それから、やってい

る方々、助産師の方々からすると、そこを手厚くす

ることによって、３時間の休憩であるとか１日預か

りとか、何かをすることによって、また話をするこ

とによって、非常にこれ、実感しているのは虐待防

止だと思う。そういうようなこともつながっている

ので、やっぱりここを手厚くしていくというのが沖

縄県の今後重点的な場所になるのではないか、また、

しなければいけないのではないかというふうに思っ

ております。

そこら辺はぜひともお考えいただいて、ネウボラ

は生まれる前から関わり、ほぼ保健婦の同じ人が６年

間基本的には関わって、小学校まで、ネウボラに行

くと、子供の全ての情報がある。そして、小学校に

なるとつなぐというようなことになっているわけで

すよね。ですから、そういう意味で言うと、ここに

行きさえすれば言語の発達の問題、予防接種の問題、

それから不安材料の問題、様々なことが全部ここに

行けば解決するというような、そこから医者に回し

たり言語指導員に回したり、いろんなことをやって

いるわけですよね。

ですから、そういうことをイメージしながら、沖

縄県としても、部長はもうお辞めになるみたいです

けれども、ぜひとも次の糸数部長につないでいただ

いて、ここを太くすることが今後のいろんな派生す

る問題の大きな歯止めになるという意識を持ってぜ

ひともやってほしいなと思っております。次期部長

にも御意見を伺ってよろしいでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 もともと母子

保健は、母子手帳の届出から、それから健診、この

生まれた後の乳児検診もほぼ、90％以上、みんなが

当然に利用するというのが以前から母子のシステム

としてありました。逆に福祉のほうは申請をしてき

た子供たちに対応するというような形で、それが届

いていないという場合が、なかなかタイミングが遅

れるというふうなことがあったので、今回この包括

支援センターは、みんなが通過する母子のシステム

を使って最初の情報を取って、その後のアセスメン

トをして、必要ないろんなメニューにつなげるとい

うふうな考え方だと理解していて、今委員がおっ

しゃったように、その情報を蓄積したりそれを利用

するというところがまだ今後の課題かなと思ってい

ますので、そういうふうなイメージを市町村とも共

有しながら、これがあるということができる。

今、モデル地区で今度行おうとしているのは、小

さな離島の自治体ですけれども、逆に離島の自治体

は、地域の住民の方がみんな子育てに関心がありま

すので、逆に言うと孤立はなかなかしなくて、役所

としても、特にこれがなくてもみんなで子育てして

いるというようなところがあるんですけれども、看

板を掲げてそういうふうにセンターをつくるという

ことをまた意識してもらって、一つでも多くの自治

体でこういうセンターができるように支援していき

たいと思います。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

とにかく太くしてもらいたい、ここを太くしても

らいたい。そこからだというふうに、第一子は特に、

フィンランドでも関わりを深くしていました。親育

ても含めて非常に重要だと思いますので、ぜひよろ

しくお願いします。

最後に、離島医療体制の中で、医療体制確保支援

事業という、37ページのほうですけれども、離島医

療体制を堅持するための医師や看護師の現状につい

てからまずはお聞きしたいと思います。

○宮城優医療政策課長 離島地域における医師の確

保につきましては、県立病院における専攻医の養成、

自治医科大学への学生派遣、それから琉球大学医学

部地域枠出身医師の派遣といった医師の養成を通じ

た確保に取り組んでおります。また、県内外の医療

機関から北部離島の県立病院へ専門医の派遣を行う

経費を支援するとともに、公立や民間の医療機関に
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医師を派遣する医療機関に対して補助を行う医師派

遣推進事業を実施しております。このほか、医師が

離島地域でもスキルアップできる環境を整備するた

め、離島地域への指導医の招聘、若手医師の研修派

遣を支援するとともに、離島診療所に対しては、代

診医の支援強化により、研修参加や休暇取得を支援

し、業務負担の軽減に努めております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 午前中に病院事業局がありました

けれども、やっぱりお辞めになって欠が出ていると

ころがあって、それが特に看護師等においては、か

なり育休・産休等で欠が生じていて、途中から充足

が難しいというお話がありました。離島医療を守る

ために、やっぱり何といっても人材確保だと思われ

るんですけれども、今後10年ぐらいを見通して、人

材確保というものの見通しをどのようにお考えで

しょうか。

○宮城優医療政策課長 すみません、医師の観点か

ら答弁させていただきます。医師につきましては令

和２年度から琉球大学医学部地域枠出身医師が研修

を終了して、離島・僻地における勤務を開始してお

ります。地域枠出身の医師で義務履行に従事する人

数は、順次増加して、令和12年度以降は70人前後で

推移する見込みとなっております。これに、これま

で実施してきました自治医科大学への学生派遣及び

県立病院における専攻医養成を通じた確保数も合わ

せますと、令和12年度以降は離島・僻地で勤務義務

を履行する医師数が100名程度で推移するものと見込

んでおります。

県としましては、琉大等関係機関と連携して、引

き続き離島・僻地における安定的な医師確保に努め

てまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 出てくることは出てくるんですけ

れど、琉大が離すかどうか。琉大だって困っている

状況もあるんですね、現在でも。ですから、出ては

くるんですけれど、必ずしも県立に来るかどうかは

確かではないということを踏まえて、安易な見積り

をしないというんですかね、見通しを立てないとい

うようなことで、やっぱりこれから育っていく人た

ちが何を欲しているのかということを十分に察知を

した上で対応をしていくというようなことを含めて

ぜひ確保に向けてお願いをしたいと思います。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 新型コロナウイルス関連で質問

をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症、

このＰＣＲ検査強化事業について伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

高齢者施設等においては職員を対象として２週間

に１回定期的に検査を実施し、陽性者を早期発見す

ることで感染拡大を未然に防止できるよう取り組ん

でいるところでございます。なお、施設内で陽性者

が確認された場合は、コロナ対策本部の施設支援チー

ムで情報収集した上で、感染対策のための専門家を

派遣するなど、クラスター発生の防止に取り組んで

いるところでございます。

また、学校、保育所等におきましては、陽性者が

確認された場合はクラス単位等で一斉に検査を実施

することで、感染拡大を防止し、学校等の活動が早

期に再開できるよう取り組んでいるところでござい

ます。

○玉城ノブ子委員 高齢者施設、保育所の問題をお

話しておられましたので、10代以下の感染が広がっ

ていることの関係で、保育所、学校でのＰＣＲ検査

の実施についてはどうなっていますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 学校現場のＰＣ

Ｒ検査の対応についてでございますが、学校保育Ｐ

ＣＲ検査については外部委託業者により検体を回収

する体制を整備しているところであり、第５波まで

は５チーム体制であったところを、現在10チームで

拡充してきているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ学校でのＰＣＲ検査、進め

ていただきたいということと、学校現場の先生方の

ほうからは負担にならないようにやってほしいとい

うこともありますので、ぜひその点については配慮

していただきたいと思うんですがいかがでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 県としましては、

学校現場の負担を軽減しつつ、必要な検査を迅速に

実施できるよう検体回収チームの拡充のほか、委託

業者による容器配布体制や結果の連絡体制の改善を

図るなど、引き続き体制強化に取り組んでまいりた

いと考えております。

○玉城ノブ子委員 沖縄県のワクチン接種促進事業

の３回目のワクチン接種事業の現状はどうなってい

ますでしょうか。今後の対策についても伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ３回目の接種状

況につきましては、３月９日現在、32万5805人、全

人口の21.9％です。そのうち、高齢者については21万

2610人、高齢者全人口の64％の接種を行っていると

ころであります。

今後の接種の取組につきましてですが、現在県の

広域ワクチン接種センターを３か所置いておりまし
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て、２回目接種から６カ月以上を経過した18歳以上

の全ての方を対象として、接種を進めているほか、

企業、団体枠を設け、エッセンシャルワーカーを含

めたあらゆる職種に対する接種に取り組んでいると

ころであり、また、先週から接種券なしの接種も開

始したところであります。引き続き市町村と連携し

て接種に取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひワクチン接種については、

コロナ感染拡大をやっぱり防止していくというふう

な観点から、早めにね、みんながワクチン接種を受

けることができるような体制強化をぜひ図っていた

だきたいというふうに思います。

それと、新型コロナウイルスワクチンの個別接種

・職域接種促進事業がございますけれども、これに

ついてはどういうふうになっていますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルスワクチン個別接種・職域接種

促進事業は、まず一定期間内に一定数の接種を行っ

た個別接種医療機関に対して報償費を支給するとい

うような取組と、また中小企業等が追加接種を行う

ために会場を設置した場合に、接種１回当たり1500円

を上限に補助金を交付するというようなものでござ

います。このような支援によって接種の推進を図っ

ていきたいというふうなことでございます。

○玉城ノブ子委員 あと、自宅療養者が増加してい

るということですけれども、自宅療養者は今、何名

になっていますでしょうか。自宅療養者への支援は

どのように対応をなされているんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず自宅療養者の状況ですけれども、３月８日時

点で4837名の方が自宅療養を行っているところでご

ざいます。自宅療養者に対しては、本部に設置した

自宅療養者健康管理センターにおいて毎日の健康観

察、それからパルスオキシメーターの配付及び配食

支援サービスなどを行っているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ自宅療養者、とりわけ高齢

者の皆さん方がいらっしゃるところでは、本当に具

体的な支援がないと毎日が大変だというふうな状況

もありますので、これはもう市町村とも連携を取っ

て、必要な支援がそこに行きわたることができるよ

うな体制はぜひ強めていただきたいというふうに思

いますがいかがでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

市町村との連携については、各市町村の生活支援

が円滑に実施できるよう、県から市町村への情報提

供を毎日行っているところでございます。また、自

宅療養者には市町村が実施している支援内容の案内

を行うなど、安心して療養できるよう努めていると

ころでございます。

自宅療養者の支援については、住民サービスなど

住民の身近な行政を担う市町村との協力が重要だと

いうことから、今後も市町村との情報を共有して対

応をしていきたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

次に新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業

の執行状況について伺います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

３月９日時点で、新型コロナウイルス感染症受入

病床確保事業については、175億5838万3000円をコロ

ナ病床確保した重点医療機関等に支出しているとこ

ろでございます。

また、新型コロナウイルス感染症医療機関協力金

交付事業については34億9738万5000円を重点医療機

関、それから発熱外来を行う医療機関、後方支援医

療機関、薬局等に支出の処理を行っているところで

ございます。

○玉城ノブ子委員 今、各医療機関ともにね、財政

上も大変逼迫した状況にあるというふうに聞いてお

ります。これはもうすぐに必要な協力金や交付金が

早めに医療機関に届けられるようにしていただきた

いというのが各機関からの訴えでございます。

執行状況はどうなっていますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 まず病床確保料でござ

いますけれども、予算総額が２月補正後で311億

4507万5000円となっておりまして、執行額が２月末

時点で175億5838万3000円、執行率で言うと56.4％と

なっております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこのコロナウイルスの感染

症問題、大変皆さん方、厳しい中で頑張っていらっ

しゃることに大変心から感謝と敬意を申し上げます

けれども、今後とも、今従来のオミクロン株から感

染力が1.4倍も高いと言われているＢＡ．２ですか、

県内の中部や南部で確認されているということもご

ざいます。そこも見据えて、やっぱりコロナ感染拡

大を防止していくためのぜひ体制強化を、一層進め

ていただきたいというふうに思います。

これについて部長、これまで本当に大変お疲れさ

までございます。大変お世話になりました。ぎりぎ

りのところまで、コロナ感染の問題で大変頑張って

いらっしゃることに敬意を表します。ぜひこれから

も体制強化の問題も含めて、新しい部長と連携を取

りながら頑張っていただきたいと思いますけれども、
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最後の決意、コロナ感染拡大の。

○大城玲子保健医療部長 これまでのコロナの対応

につきましては、６波まで経験したわけですけれど

も、その度ごとに様相を変えてまいりました。その

ために県としても様々な対策を工夫をしながらやっ

てきたというふうに考えています。先駆的な取組も

非常に、なかなか感染が多かったので、なかなか、

言いにくい部分もありましたけれど、県としては他

県に先駆けて取り組んだこともたくさんございます。

そのような体制でしっかりとやってまいりましたの

で、これについては新部長にしっかりと引き継いで、

しっかり対応をしていただきたいというふうに考え

ています。

○玉城ノブ子委員 どうもありがとうございます。

ぜひよろしくお願いいたします。

時間が少しありますので、ちょっと確認だけさせ

ていただきます。子供の医療費の中学校卒業までの

窓口無料化が、これ全市町村で実施するということ

で確認してよろしいんでしょうか。これは大変高く

評価しておりますので、ぜひ頑張っていただきたい

と思ってますけれども、いかがでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

委員おっしゃるとおり、全市町村で通院年齢の拡

大に取り組むとしております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ頑張っていただきたいとい

うふうに思います。大変多くの皆さん方から大きな

期待の声が上がっておりますので、引き続き子供た

ちが安心・安全な環境の中で、子育てすることがで

きる状況をまた今後ともつくっていただきたいとい

うふうに思います。

あと１点だけ、国民健康保険の問題なんですけれ

ども、沖縄戦の影響で前期高齢者の比率が沖縄は低

くなっております。これはやっぱり、今、国保財政

大変厳しい状況になっています。国民健康保険税の

負担も、他の保険制度と比べてとても高いというこ

とで、地域の市町村の中においては、この高い国保

税、何とか安くしてほしいという大変切実な要求要

望も上がっておりますので、これについてはぜひ、

特に、前期高齢者の比率が沖縄は低くなっていると

いうこと、これはやっぱり戦争を行った国の責任で

あるわけです。

ですから、その赤字の額の補塡については、国の

責任でやっぱり補塡すべきあるというふうに思って

おりますので、国に対してしっかりとその点につい

ては要求していただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員おっしゃるとお

り、沖縄県の市町村におきましては赤字の市町村が

非常に多い状況でございます。県としましては多額

の赤字を抱える市町村国保の構造的な課題の解消を

図るため、本県の特殊事情に配慮した財政支援を行

うよう、引き続き市町村国保連合会と連携して国に

要請してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 コロナで本当に奮闘されている

皆さんに敬意と感謝を申し上げたいと思います。

まず１点目は、今、こども医療費助成制度につい

て、全市町村で実施するとありました。実施に向け

て市町村の負担を一定、県がカバーするという対応

もされた中でのここまで持ってきたのかなと思いま

す。その点の努力を伺いたいと思います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

現行のこども医療費助成事業につきましては、入

院は中学校卒業まで、通院は就学前までを補助対象

としておりますけれども、県におきましては通院対

象年齢の拡大に取り組んできましたところ、各市町

村の御理解をいただき令和４年４月から県内全ての

市町村で、通院対象年齢を中学校卒業まで拡大と現

物給付が実施されることとなっております。

今回、この令和４年度当初予算におきましては、

この対象年齢の拡大に伴いまして、前年度と比べて

約６億8000万円増の22億7488万8000円を計上をして

いるところです。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 システム改修とか、それぞれの

自治体はそういう対応も必要だったのかなと思いま

す。その点での支援とかされたのかどうか確認させ

てください。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

県としましては、令和４年度からの制度拡充に向

けて令和３年度において、市町村のシステム改修へ

の補助を行っているところでございますけれども、

令和４年度におきましては、市町村の国民健康保険

の国庫負担金減額調整措置の一部を補助する新規事

業を実施することとしておりまして、市町村のこど

も医療費助成制度の円滑な事業運営を支援してまい

りたいとしております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、こども医療費助成

現物給付支援事業とあります。これについての事業

概要について確認します。
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○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

国民健康保険の国庫負担金減額調整措置、いわゆ

るペナルティーにつきましては、こういった現物給

付を行うことによって、医療費が増える分につきま

しては、地方自治体が負担するものとされておりま

して、こういった減額調整がされるものなんですけ

れども、こちらについては、先ほど申し上げました

とおり県としましては、この市町村のこういった減

額調整措置の一部を補助するというために、新規事

業立ち上げて補助事業を行う―その事業の制度の円

滑な事業運営を支援していくということとしており

ます。

○瀬長美佐雄委員 これは国からのペナルティー分

だというふうに理解します。ちなみにこのペナルテ

ィーの意味するものは何なんでしょう。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

先ほど少し申し上げましたが、国民健康保険国庫

負担金減額調整措置につきましては、地方単独の医

療費助成事業において、現物給付により、その助成

が行われる場合、一般的に医療費が増える傾向とな

るとされておりまして、その医療費の増分について

は当該自治体が負担するものとされております。国

庫の公平な配分の観点から、減額調整されるという

ものでございます。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 本来は国の制度とすべきだし、

こういうペナルティー制度なんてあるべきじゃない

と思うんですよ。それの撤廃を求めるという地方の

声をしっかり届ける必要があると思います。その点

でどういう努力をされているのか伺います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

県におきましては、子供の医療にかかわる全国一

律の制度の創設、これと国保の国庫負担金減額調整

措置の廃止について、全国知事会、全国衛生部長会

などを通じて国に要請してきたところでございまし

て、引き続きこういった要請を行ってまいりたいと

考えております。

○瀬長美佐雄委員 今、事業について質問してます

が、部局別の資料の８ページ、９ページにある事業

を中心に質疑をします。

続きまして、新型コロナウイルス感染症の保健所

体制強化事業。予算も大幅にアップしていますし、

これの事業概要についてお願いします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業で

ございますが、当該事業は令和４年度の保健所の体

制強化を図ることを目的に、事業費を約１億8700万

円増額したところでございます。これにより会計年

度任用職員として、指定感染症等対応支援員18人、

それから事務補助９人を配置するとともに、外部委

託として、看護職16人、事務職58人の増員が可能と

なっております。保健所の体制が強化されることに

よって感染拡大時にも適切に対応できるものと考え

ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 通常業務、コロナ感染者の検査、

追跡という以外に本来業務がどうなっているのかと

いう点で、この予算で本来業務も次年度はしっかり

できるという対応ができそうなのかどうか伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

今回の増額につきましては、専らコロナ対策とい

うことで増員体制強化を図るというようなものに

なっておりまして、それによりまして、保健所のコ

ロナ対応業務が負担軽減されると考えております。

そういう中で、現在、幾つか制限されている業務の

実施が可能になるということで考えております。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

次、検査体制確保事業、これも大幅な予算増額と

いうことで、これの説明を受けたいと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症検査体制確保事業につ

きましては、新型コロナウイルス感染症に係る行政

検査や保険診療検査の公費負担を行う事業でござい

ます。予算増額の理由としましては、新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴い、検査需要が増大すること

を見込みまして、行政検査の委託、それから保険診

療検査の公費負担に係る費用を増額したというよう

なものでございます。

○瀬長美佐雄委員 まだ感染者が高止まりという中

で、検査はしっかり受けようと思ったら、受けられ

るという現状はどうなっているのか確認させてくだ

さい。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 委員御指摘のと

おり、第６波におきましては検査の予約がなかなか

しづらいというような状況が発生したということで

ございますが、現在はそういった事業者におきまし

ても体制強化しておりますので、現在のところ、そ

ういった検査がなかなか予約が取れないというよう

な状況は改善されているというふうに考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 一日どれぐらいの検査数に上っ

ているかというのを伺います。
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○城間敦ワクチン接種等戦略課長 実数として、一

日どれぐらいの検査がというのが今、手元にないの

でございますが、最大の検査能力としましては、今

１日当たり２万6000件というような数字がございま

す。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、感染症療養等の臨

時施設が新たにできていると。２月から開設されて

いるかと思いますが、この事業概要について伺いま

す。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

新型コロナウイルス感染症療養等臨時医療施設運

営事業は、感染拡大により入院、治療が必要でも、

すぐに入院できない状況に備えて、入院調整が整う

までの間、一時的に患者を受け入れて酸素投与など

の処置を行うとともに、救急搬送体制の影響を最小

限にとどめることを目的として、入院待機施設を設

置、運営する事業となっております。

○瀬長美佐雄委員 スタッフの体制、どんな人員な

のか。あと全国的にも先駆けているのかなと思いま

す。全国でそういった施設というのは何例目なのか

を伺います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

運営の体制については、施設配置について日々の

患者の受入れ見込みにより流動的に対応していると

ころでございますが、おおむね医師が１名から２名

程度、それから看護師が１日当たり８名から12名程

度、それから事務が６名から８名程度というような

体制になっております。

ただ、他県の状況でございますけれども、東京で

あるとか、主な感染が拡大しているようなところに

ついては入院待機施設を設置しているということは

承知しておりますが、何番目かというのはちょっと

手元に資料がございません。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、医療従事者を対象

とする宿泊施設運営というのも重要な役割を担って

いるかと思いますが、現状はどうなんでしょうか。

予算対応もお願いします。

○嘉数広樹感染症対策課長 まず実績のほうから御

報告したいと思います。

新型コロナウイルス感染症医療従事者向けの宿泊

施設確保事業でございますけれども、令和３年度の

実績については、２月末時点で延べ宿泊数で２万

2450泊、補助額で申し上げますと１億1769万円となっ

ておりまして、今後、年度末までの実績に応じて執

行を予定しているところでございます。

新年度予算との比較については、令和３年度当初

予算は１億3079万8000円でございました。令和４年

度当初予算計上額は5194万2000円となっておりまし

て、7885万6000円の減となっております。これは今

回当初予算分では、当面４か月分の積算をしたため

ということになっております。令和４年度において

は、感染状況を踏まえた上で４か月を超えて事業の

継続が必要になった場合に、改めて補正予算等によ

る対応を検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり感染の関係でいうと、

米軍基地関係の対応はやっぱり課題になってないか

と。新しいオミクロンからの変異株、ＢＡ．２でし

たかね、それも基地従業員、あるいは関係者から検

出されたという点で、このゲノム解析を含めて検査

をしっかりやることと、米軍との関わりでしっかり

情報を共有できるようにまとめているかと思います

が、どんな状況でしょうか。進展があれば。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず、米軍との情報共有についてでございます。

県では、在日米軍と日本国の衛生当局課における情

報公開に係る日米合同委員会合意等に基づいて、相

互に情報共有を図るため、海軍病院のほうと情報交

換を行っているところでございます。

令和２年７月２日以降にその報告を受けておりま

して、在沖米軍基地のこれまでの陽性者の累計で言

うと１万1014名というような報告を受けるなど、情

報共有を図っているところでございます。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 米軍における検

査につきましては、在沖米軍のほうでゲノム解析等

はできないので、変異株が疑われる場合は海軍病院

がサンプルを本国へ送り解析しているというふうに

聞いております。

あと、その要請等につきましてですが、キャンプ

・ハンセンにおける陽性者の急増以降、12月21日に

米軍に対して、それから12月23、24日には、政府に

対して要請を行っており、その中では、感染症が収

束するまでの移動禁止や水際対策について、また、

検査につきましては、キャンプ・ハンセンの全ての

軍人等のＰＣＲ検査実施などについて求めていると

ころでございます。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、国の経済対策に係

る処遇改善が図られると。その点では、看護職、介

護、保育、学童とあるわけですが、今回の関連する

予算の中にどの程度予算化されていると見ればいい

のか伺います。
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○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

国においては、地域でコロナ医療など一定の役割

を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に賃上げ

効果が継続される取組を行うことを前提として、令

和４年２月から収入を引き上げるための経費を支援

することとしております。

県としましては、当該経費について、令和４年度

当初予算に２億8246万6000円を計上しているところ

です。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 対象となるのはどれぐらいの見

立てで見積もっているのか。それは、それぞれの施

設に対して周知徹底して申請してもらうのか、その

手続の流れも確認させてください。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

事業の対象となる医療機関は21か所、看護職員数

は7473人と見込んでおります。県としましては、今

のところそういった対象機関に通知を行っていると

ころでして、今般の措置が確実に対象医療機関に従

事する看護職員の賃金に反映されるよう、引き続き

医療機関と連携して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 しっかり対応をお願いします。

あと、75歳以上の医療費の２割負担が始まるとい

う年度になります。そこら辺で対象者の負担増につ

いて、どれぐらいの見込みで、それが予算にどう反

映されているのか伺います。

○仲間秀美国民健康保険課長 後期高齢者の医療費

窓口負担の見直しにつきましては、後期高齢者医療

制度における現役世代の負担軽減を図ることを目的

に行われたものと認識しております。

国の資料によりますと、対象となる本県の被保険

者数は約２万2000人で、令和４年10月１日の法の施

行から３年間は、配慮措置により、１人当たり年間

２万6000円の負担増と試算されているところです。

令和４年度予算における沖縄県後期高齢者医療広域

連合への医療給付費等の負担金は、被保険者数の増

加なども含めまして見込んだ結果、144億7536万

8000円、令和３年度の143億 9072万 1000円と比べ

8465万7000円、0.6％の増となっております。

県としましては、必要な医療への受診抑制につな

がることがないよう、全国知事会を通し、引き続き

要請してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 これは対象者にとっては倍加と

いう点で、10月からの半年で2.6万程度と。今年から

の１年間で言えば５万円を超える負担増だという点

では、高齢者の暮らしを守るという点で配慮のある

対応をお願いしたいと思います。

続きまして、薬学部設置を推進していくというこ

とで、薬剤師確保対策モデル事業等も行っていると

思いますが、どのような状況なのか伺います。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

調査検討状況についてということで、県ではまず

令和２年度から令和３年度にかけて、薬学部設置可

能性調査事業を実施し、県内薬剤師の需給予測や県

内国公立大学への薬学部設置の必要性、可能性等に

ついて調査を実施いたしました。アンケート調査や

ヒアリング等の結果、県内国公立大学への薬学部設

置の必要性等が確認されたことから、令和４年度は、

県内における薬学部設置の早期実現に向けて、基本

方針の策定に取り組むこととしております。

県としましては、令和４年度は大学関係者も参加

する協議会を新たに設置し、県が国公立大学に期待

する薬学部ビジョン、目指すべき薬学部設置の時期

などについて協議するとともに、薬学部設置に向け

た県民などの機運を醸成するため、シンポジウム等

を開催することとしております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに大学当局とか、要する

に意向としては引き受けるという状況なのか、熟度

というか、どんな感触なんでしょう。

○大城玲子保健医療部長 薬学部設置に向けては、

県内の国公立大学とも意見交換をしてまいりました。

いろいろ課題はございます。定員の問題であるとか

設備費用の問題、運営費に関する問題、課題はござ

いますけれども、そこは、来年度は大学関係者も交

えての協議会を設置して詰めていけたらというふう

に考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 糸数統括監がいらっしゃるので、

今ちょっと高止まりと、今週は減少気味という状況

がありますが、今の全体のコロナ対策の在り方で、

そのまま推移するのか本当に落とし込めるのか、ど

んな状況、どこを強化したらいいということになる

のか伺っておきたいと思います。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 ３月に入りま

して、コロナが沖縄に来てから３回目の３月という

ことになりますけれども、過去２年間はいずれも３月

の連休頃からだんだん感染者が増えていって、本当

にこの年度末に感染者が増えていき、去年は４月１日

から特別措置、９日からまん防というふうな形で行

いました。その要因は、やはり人の出入りが非常に

激しくなってくるのと、送別会等の大勢の集まりが
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やっぱり増えていって、その中での感染が広がった

ということがあります。

今のオミクロン等の株は、１年前、２年前の当時

の株よりも感染力が非常に強いですので、感染者の

数としても、今700人とか800人前後ですけれども、

また増えていくということを疫学統計解析委員会の

先生方も指摘をしております。ただ、重症化率とい

いますか、実際に入院する方の数は、その中で率と

しては低くなってきておりますので、特に重症化し

やすい高齢者等のワクチン接種をその時期の前まで

に、70％というところを目標に上げていて、そうい

うある程度の感染の波が来ても医療が逼迫しないよ

うな形で対応を今しているところです。いずれにし

ても、大勢の集まりの感染、ちょうど去年から今年

にかけての感染爆発があったような、そういう急拡

大が来るとまたかなり厳しくなるということは皆さ

んにも伝えていきたいというふうに、日々、ブリー

フィングなどで伝えているところです。

○瀬長美佐雄委員 引き続き上がる可能性もあると

いう中で、今回の予算は一定予算増という対応をす

るところでの努力も反映された予算となっているか

と思います。今後ともよろしく頑張っていただきた

いと思います。ありがとうございます。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。

まず、コロナ対策から始めたいんですけれども、

先ほど糸数統括監がおっしゃったように、もう３回

目の３月ということで、コロナ対策が始まってから、

ここ２年近くの経験を踏まえて、令和４年度、どう

いう点に留意して予算をつくったのか、少し大きな

考え方の話から確認させてください。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

新型コロナの全国的な大流行が継続しておりまし

て、３月から４月にかけて本土との往来が増える時

期をこれから迎えるということもありますので、県

内における感染状況も今後予断を許さない状況が続

いているところでございます。

このために、感染症対策については、今後、医療

提供体制及び相談検査体制の充実、それから、ワク

チン接種の推進等に取り組むことが必要であると考

えておりまして、令和４年度当初予算においては、

総額247億8748万1000円を計上しているところでござ

います。引き続き感染対策の推進であるとか医療提

供体制の確保に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。

○喜友名智子委員 過去のコロナ対策を振り返って

みると、感染が沖縄社会で拡大をするのと同時に、

病院の逼迫具合を基準にして、まん延防止措置や緊

急事態宣言をしていたというふうに私は受け止めて

います。

今、連日数百名、600名から800名規模の新規陽性

者が出る中で、それでもまん延防止措置を解除して、

世の中何となく、かかっても軽症の人が多いからふ

だんの生活に戻ってもいいんじゃないかというよう

な空気感も感じるんですね。ただ、今後、分析―要

は疫学統計委員会の資料によっていると理解してい

ますけれども、これだけ感染が社会で高止まりをし

ていても、病院が逼迫をしていないという状況にな

れば、もうこのまま普通に日常生活を送ってもいい

ですよというような形で県の施策は進んでいくもの

なんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 若い人たちに

とっては、子供を含めてそれほど重症化しないとい

う形の発症の仕方が多いですので、数日間休めばま

た戻ることができる、陽性になって10日間というの

はありますけれども。ただ、あまりこういうふうな

かかっても大丈夫だろうというふうになってしまう

と、中途半端に少し症状があるときも、職場だった

りとか人との接触を行ってしまって、そうするとや

はりうつしてしまうという可能性は残っていますの

で、高齢者施設の中にそういうウイルスが入るとか

なり集団感染が起きてしまって、結局そこの介護度

の高い方々の感染が多くなって、そういう方々が病

院に行くと、かなり医療の逼迫に直接的につながる

ということがあります。考え方としては、やはりそ

ういうふうに本人にとっては軽く済むんだけれども、

これが高齢者にいくとかなり厳しくなるので、かかっ

ているかどうかの検査はやはりしっかりやっていか

ないといけないということで、沖縄県が、先ほどお

話がありましたように介護従事者が症状がなくても

２週間に１回検査をするとか、あるいは不安に思っ

た県民がいろんな検査場所を増やしてそこで検査す

るというふうな体制を維持することは必要かと思っ

ています。

○喜友名智子委員 この中で学校ＰＣＲ検査のチー

ムが、私はずっと10チームぐらい必要じゃないかと

いうことは昨年始まった頃からずっと指摘をしてい

たので、半年ほどたってやっと10チームになったと

いうことで、検査をしつつ、学校の先生方の負担が

減るのではないかと期待をしています。

一方、先日、私の子供が通っている幼稚園で陽性

者が出て、私は子供とすぐにＰＣＲ検査を受けてき
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ました。そのときには、幼稚園のクラス全体の検査

は少し結果が出るまでに数日かかったんですけれど

も、その間、検査結果待ちであるにもかかわらず、

通常登園になっていました。うちの子は濃厚接触者

ではないと言われたのですが、同じクラスにいてそ

んなことはないだろうと。やはり保健所の濃厚接触

者の定義、やっぱり疑問になるんですね。

検査結果待ちであるにもかかわらず、通常登園の

判断が学校現場で行われていると。これが感染拡大

につながっているのではないかと思いますけれども、

県の見解は、今どういうふうに学校のほうにガイド

をしているのでしょうか。教育委員会を通してとい

うことではありますけれども。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 濃厚接触者の家

族の取扱い等、学校でどういうふうになっているか

というようなことかと思いますが、文書自体は教育

庁のほうから出ているので、そこは確認できていな

いんですけれども、県の考え方としましては、濃厚

接触者となった家族について、法的に制限などを課

すことはないというようなことですので、県から何

かしらの制限をかけるということは、今のところは

特にございません。ただ、家庭内で感染が増加して

いるので、家庭内での対策というのは重要だという

ふうに認識しているので、その辺につきましては民

間の無料検査等もございますので、そちらのほうで

心配であれば検査を受けていただきたいというふう

なことかと思っております。

以上です。

○喜友名智子委員 こういった子供たちがいる現場

の状況を、分析をしている疫学統計解析委員会にも、

こういった状況をどう捉えて社会での感染対策につ

なげていけばいいのか、こういったところもぜひ分

析の対象にするようにと、委託をする際には一つ分

析項目を増やしていただきたいと思うんですけれど

も、４月以降も疫学統計解析委員会はこれまでどお

りのお仕事を県のほうから発注するということにな

るんでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 疫学統計解析委

員会につきましては設置要綱で設置しているわけで

すけれども、特に期限等を定めているわけではござ

いませんので、来年度も引き続き調査をしていただ

くというようなことで考えております。

○喜友名智子委員 次年度以降もお願いをするとい

うことであれば、波によって特性があるこのコロナ

の状況もしっかりと踏まえた上で、ぜひ分析を深め

ていただきたいと、こちらは要望で終わります。

同じく、コロナ感染症の医療提供体制のところと

少し関連します。予算には直接関係ないんですが、

私が那覇空港の国際線の再開に向けて相談を受けて

いることもありまして、観光客向けの県内の病院で

の対応がなかなか決まっていないということが再開

に向けての課題であるという声をいただいておりま

す。保健医療部としては、現状どのように認識され

ているでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず外国人の観光客ということで、外国人観光客

に対する新型コロナウイルス感染症への対応として

は、国の検疫体制と連携しまして、重点医療機関、

宿泊療養施設において陽性者の受入れを行うことと

しているところでございます。搬送についても、県

と検疫所、消防機関が連携して実施しております。

これまでも、一般観光客であるとか外国からの貨物

船、漁船の乗組員などの外国人に陽性者が発生した

場合には、県内の宿泊療養施設、あと重点医療機関

等で受入れを行っております。その中で、軽症の場

合には船内で隔離することによって自宅療養と同様

の扱いを行った事例というのもございます。

○喜友名智子委員 特に観光業界からは、観光客向

けの空港クリニック、それから医療施設、病院の必

要性といったことが指摘、声をいただいています。

これを実現する際の課題としてはどういったことが

考えられるのか、こちらのほうも何か見解がありま

したらお願いいたします。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

一般的な話でございますが、外国人観光客向けに

新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関を設

置することとした場合には、観光客の規模に応じて、

ある程度まとまった入院病床を備える必要があると

いうふうに考えております。この場合、そういった

病院については24時間体制の医療従事者が必要で

あったり、あと対象が限られておりますので、採算

性などに課題があるというふうに考えているところ

でございます。

○喜友名智子委員 分かりました。こういった点が

観光危機管理計画などで空港の復興計画に入れる必

要があるのではないかということを考えております。

ありがとうございます。

ワクチン接種について、一つ提案も含めてお尋ね

いたします。歯科医や薬剤師まで打ち手を増やして

医療資源を広げるということを、これまでに県のほ

うで検討されたことはありますか。実際に長崎や静

岡では、薬剤師会によるワクチンの打ち手の研修会
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などが行われています。医療資源が限られている沖

縄だからこそ検討する価値があるのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

まず、歯科医師につきましては県歯科医師会が研

修を実施しており、実際に市町村の接種会場で接種

を担っていただいた事例もございます。それから、

薬剤師については県薬剤師会、地区薬剤師会の御協

力の下、県及び市町村の接種会場におけるワクチン

の充塡業務と、県の副反応に係るコールセンターに

おける相談業務を担っていただいているところでご

ざいます。さらに、国においては、臨床検査技師や

救急救命士に対して研修を実施した上でワクチン接

種を担ってもらう枠組みが示されております。

これにつきまして、県では琉球大学の御協力の下、

昨年８月に救急救命士や臨床検査技師の職種の方々

150名に対して実技研修を実施したところであり、昨

年９月の調査では20名の方々が市町村の接種会場で

接種を担っていただいたというような実績がござい

ます。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

私もコロナ対策で確認したいんですが、今日も

744名陽性ということで、自宅療養の数が増えて、宿

泊施設の療養が、準備されている部屋数に比べると

入居している人が少ないのかなと。この辺の自宅療

養でやるという方々が宿泊施設に行かない、何か理

由があるんですかね。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

オミクロン株に変わりまして、若年者、特に10歳

未満のお子さんのほうに感染が広がっております。

その場合に、やはり小さいお子さん１人では宿泊療

養施設には行けないということと、あと、家族がで

すね、オミクロン株の場合には感染力が強いという

こともあって、ほとんど家族、ほぼ全員陽性になっ

てしまうと。そういった場合には、やはり家のほう

で療養をしたいという希望があってですね、なかな

か宿泊療養施設に入っていただけないというような

ことが今生じているところでございます。

○上原章委員 やっぱり家庭内感染がどうしてもこ

れだけの多くの感染につながるのかなというのがと

てもあって、今回のオミクロンは重症化率は低いと

いうことで、非常にその辺どういう形で手を打つか

非常に悩むところなんですけどね。ぜひ、この低学

年に広がるそういった感染に対しての取組―宿泊の

待機含めてしっかりやっていただかないといけない

のかなと思うんですけど、濃厚接触者の待機という

のはどのぐらいいらっしゃるんですか、沖縄で。そ

ういう数字はありますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 濃厚接触者自体を集計

したこと、資料はございません。ただ以前ですと、

感染者の方１人につき９名ほどの濃厚接触者が発生

するというようなことは言われておりました。

○上原章委員 陽性で自宅待機していた人が買物に

行ったりとか、濃厚接触者の方がどうしても生活す

るために出てしまう。いろんなそういう課題がある

と思うんですね。これだけ沖縄県が収まらないとい

う部分はですね、もう少ししっかり県がこの感染の

強いオミクロンも含めて、しっかり訴えなくちゃい

けないのかなと思います。

もう一点、ワクチンもなかなか接種率が高まらな

いと。先ほど高齢者も21万、64％、全体も32万、21％

と。これ、ワクチンに対するやっぱり県民へのしっ

かりした取組というのが届いてないんじゃないかな

と思うんですが、いかがですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ワクチン接種に

つきましては、先ほど委員御指摘のとおり、３月９日

現在で32万5805人、全人口の21％、高齢者について

は64％というふうになっております。接種の推進に

つきましては、県は３月31日まで沖縄県ワクチン追

加接種期間というものを設定して、市町村と連携し

て取り組んでおります。

その中で、全高齢者人口の70％を目標として、今

設定して高齢者の接種を取り組んでいるところであ

り、市町村のほうにおきましても高齢者の接種は進

んでいるものと認識はしております。また、県にお

きましても、３か所の広域ワクチン接種センターを

設置しまして、２回目から６か月以上経過した18歳

以上の全ての方を対象に、今、接種に取り組んでい

ます。また、接種券なしでも受付をして接種が推進

できるようにということで、県の広報媒体、それか

ら新聞の広告なども使いまして、接種の機会につい

ては広報しているようなところがございます。

以上です。

○上原章委員 県の取組も評価はしますけど、少し

後手後手に回ってしまっていないかなと。接種券な

しでできるのであれば、何で最初からできなかった

のかなと。

私も最初、県の広域で申し込もうとしたら接種券

がないということで断られたんですよね。当然、自
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分の地域も全部もう予約ができなくてそういうこと

になるんですけれど、その辺何か背景があったんで

すかね。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 接種券というも

のはですね、御案内のとおり市町村のほうで発行さ

れておりまして、沖縄県の接種会場で打つ場合に、

接種券がないと御本人確認だったり、あるいは接種

歴の確認がなかなか難しいということと、あと、打っ

た後にその情報を市町村と共有するというところが

なかなか難しいというような、事務上の問題点や課

題がございまして、それで少し県のほうでは見合わ

せていたという。ただ、それにつきましても、市町

村と協議しまして、今般、やり取りができるように

なりましたので、県のほうでも接種券なしの予約と

いうものも受け付けるということになった次第でご

ざいます。

○上原章委員 私も30代の息子がいますけどね、と

にかく早く打たせたいという思いがあって、いわゆ

る県の広域センターへ行くんですけれど、今言った

ように、今できるわけですから、私は最初からでき

てたと思うんですよ。本人確認も２回の接種券があ

るわけだから、打った経緯も分かるわけですからね。

ぜひ、本当に一つ一つの手の打ち方が、県がむしろ

リードするぐらいの気持ちでやっていただきたいな

と思います。

あと最後に若年者妊婦支援事業、今回1000万円増

額になっています。この事業が、対象となる身体的、

精神的な不安を抱えた若年者妊婦に対する相談、そ

して病院への同行支援ということになってますけど、

具体的に令和３年度はどのぐらいの方が、相談、も

しくは同行していただいたんでしょうか。実績を教

えてください。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

相談件数としまして、４月１日から１月31日まで

の実績ですけれども、ＬＩＮＥや電話での相談は

308件となっております。そのうちサポーター、相談

員を実際に派遣したのが24件、あと妊娠検査薬を一

緒に実施したのが８件、あと病院に同行したのが

７件。

以上となっております。

○上原章委員 ありがとうございました。終わりま

す。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

歳出予算事項別積算内訳書の18ページの、（款）衛

生費、（項）公衆衛生費、（目）予防費、（事項）感染

症対策費、たくさんの予算が上がっております。細

かい部分いろいろと先の質疑でもありましたので、

私は全般的な部分で少しだけ確認をさせていただき

たいんですが、令和３年度、今思えばですね、200日

を超える緊急事態措置下がずっと長く続いたと。県

民生活とか県経済だけじゃなくて、特に感染拡大防

止に奔走した保健医療部をはじめとする県職員の皆

さん、かなり御苦労されたんだろうなと、大変な１年

だったなというふうに思います。

さきの議会で賞与の減額の条例が出るようなんで

すが、コロナ対応にかかった職員は対象から外して

もいいんじゃないかなと思うぐらい、非常に大変だっ

たのを私も県庁の目の当たりにしておりました。そ

ういう形で、いろんな知見の蓄積とかもあったと思

いますので、それに基づいてこの予算を編成されて

きたと思うんですが、この感染症対策としての次年

度のコロナ関連予算の編成に当たって、思いといっ

たらちょっとあれなんですけれども、編成の方針と

か、もし特に特筆すべき事項とかがあれば、それも

併せて説明をいただきたいなと思います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

令和４年度当初予算編成の考え方につきまして、

まず現在の県政の最重要課題であります新型コロナ

ウイルス感染症対策を、重層的かつ効果的に取り組

むため、約248億の予算を計上いたしました。

次に、保健医療行政分野において、従来からの重

要な取組としましては、まず医師、看護師等の医療

人材の確保、育成、それから医療サービス、医療提

供体制を確保するためのドクターヘリの管理運営や、

病院の施設整備支援、それから母子保健の充実を図

るための妊娠期からのつながる仕組み体制の構築、

それからこども医療費助成制度の拡充、市町村への

補助などがございます。

それから課題解決のための取組としましては、離

島医療体制の確保支援、生活習慣病の予防対策、県

内公立大学薬学部の設置推進、市町村国保健康保険

行政の安定的運営のための取組などがございます。

以上でございます。

○小渡良太郎委員 答弁ありがとうございます。コ

ロナ関連予算だけのつもりだったんですが、全部答

えていただいて、感謝をいたします。

その中でちょっと１点、ワクチンのことについて

少しお尋ねしたいんですが、今、令和３年度末にな

りますか、沖縄県のワクチン接種、２回のワクチン

接種の現在の状況と、その状況分析した上で令和４年

度に取り組むべきと保健医療部が考えている事項が
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何かあれば教えてください。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

まず３回目の接種状況につきましてですが、３月

９日現在で32万5805人、全人口の21％、高齢者につ

いては21万2610人、高齢者人口の64％へ接種を行っ

ています。それから２回目接種につきましては103万

7544人で、全人口の69.9％の接種となっております。

次年度に向けてということでございますが、追加

接種につきましては、医療従事者、高齢者施設等の

入所者、それから一般高齢者をまず優先的に接種し

ているところであり、その他の県民については接種

体制を勘案してですね、順次、初回接種６か月経過

後に接種していくこととなっておりますので、速や

かに接種券等が届きましたら、もしくは接種券がな

く受付ができるというような会場がございましたら、

そういったところで早期の接種を進めていきたいと

考えております。そういう中で広域ワクチン接種セ

ンターも３か所設置しておりまして、引き続き令和

４年度も、あらゆる職種に対する接種に取り組んで

いきたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

この２回目の69.9％という部分がちょっとだけ気

になっております。特にオミクロンのときですね、

第６波ですか、あちこちで、僕の周辺でもコロナに

かかったという話聞きました。思っているよりも、

案外、まだワクチンを打ってないという方が多くて

ですね、かかったから打つみたいな話をしてたんで

すけれども、かかったらしばらく打てないよという

話まで説明したんですが、まず２回目まではもっと

率を上げるように、ぜひ令和４年は取り組んでいた

だきたいなと。

もう一点、３回目のブースター接種に関して、今

コロナも、沖縄も落ちついてきてですね、海外渡航

の話がちょいちょい出てきております。海外渡航が

業務に含まれる方々から少しお願いとか来てるんで

すが、海外渡航した際の帰国後の条件が、２回目接

種終了者は最大７日間の隔離、３回目接種は制限が

ないという形になってます。業務で行く場合、戻っ

てすぐ仕事に取りかかれるという観点からも、やは

りそういう職種の方々も優先接種受けたいという要

望がかなり聞こえてきてますので、これも検討いた

だけるのかも含めて今後のブースター接種の方針に

ついて改めて伺いたいと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ありがとうござ

います。

そういった３回目接種をですね、早期に打ちたい

というような方がいらっしゃるというのは我々も問

合せ等で確認はしているところでございます。そう

いう中で国の方針としましては、３回目接種という

のは、２回目接種完了から６か月というのは、これ

はやっぱり守らないといけないので、そこを経過し

た方であれば、先ほど来お話していますが、広域の

ほうでも今は接種券なしで接種ができるというよう

な体制になっていますので、市町村におかれても接

種券なしで打てるところが幾つかございますので、

そういったところの活用を今後も呼びかけて、接種

率向上につなげていきたいと考えております。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

通告してたのがもうほとんど聞かれちゃったので

すが、少しだけ聞きたいなと思います。

まず、今何度かお話聞かせていただいてますけど、

水道の広域化、この進捗状況について確認をさせて

いただきたいです。

○田端亜樹衛生薬務課長 お答えいたします。

県は、水道事業の基盤強化を図るため、水道広域

化を推進しており、水道広域化の第１段階として、

沖縄本島周辺離島８村―これは座間味村、渡嘉敷村、

渡名喜村、粟国村、南大東村、北大東村、伊平屋村

及び伊是名村を対象に、県企業局による用水供給拡

大に取り組んでおります。

粟国村については平成30年３月から、北大東村に

ついては令和２年３月から、座間味村阿嘉慶留間地

区については令和３年３月から、県企業局による用

水供給を開始しております。南大東村、伊平屋村及

び伊是名村については令和４年から、渡嘉敷村につ

いては令和５年から、渡名喜村については令和６年

度から、座間味村座間味地区については令和７年度

から、県企業局による用水供給を開始する予定とし

ております。

以上です。

○新垣淑豊委員 進捗等、特に遅れがあったりとか、

もしくは早まるよというのはありませんか。

○田端亜樹衛生薬務課長 特に今のところ、計画ど

おり推進しております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

薬学部の設置の件に行きますね。薬学部の設置に

ついてなんですけれど、先ほどお話も瀬長委員がさ

れていましたけれど、全国的に薬剤師の状況、薬科

大学の状況というのを少し教えていただけませんか。

どうなっているのか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 全国に薬科大学
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が今現在、77大学79学部ありまして、その内訳とし

まして国立大学が14大学14学部、公立大学が５大学

５学部、私立が58大学60学部という形になっており

ます。

○新垣淑豊委員 ちょっと私も調べてみたら、結構

私立の大学は定員割れしているんじゃないかという

お話があるんですけど、この点はどうなっているん

ですかね。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

令和２年度の各大学薬学部の入学者数なんですけ

ど、77学部のうち34学部で定員割れを起こしていま

して、その内訳としまして公立は１校あったんです

けど、あと私立の33校という形になっております。

○新垣淑豊委員 もし分かればでいいんですけど、

なぜ定員割れをするのかと。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 一応これは想定

でしかないんですけれど、やはり私立の場合、学費

が高いというのもあるというのと、

そういった形でいろいろ大学に

よってそれぞれの特色等もあったりとかして、大学

というより特色で、合格率と特色でやはり定員割れ

を起こしている大学が幾つか見られるところがある

ということが想定されると思います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員より今の答弁は一部修

正したほうがよいとの指摘があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 すみません。今の発言、

少し撤回させてください。完全な理由として、しっ

かりした理由は把握しているわけではないんですけ

れども、やはり私立大学が多いということで授業料

も高いだろうと。それから薬学部は６年制になりま

したので、その分の負担も多分あるだろうというと

ころもございます。後は学校の特色等もあるとは思

いますけれど、そういった形で定員割れがあるのか

なというような推測はするところでございます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から先ほどの衛生薬務課

薬務専門監の発言を撤回するかどうかの確

認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

池間博則衛生薬務課薬務専門監。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 すみません。先

ほどの私の発言、撤回いたします。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

そうなんですよね。確かに全国的には少し定員割

れをしているところもあるんですよね。ということ

は、沖縄県として本当にこの県内に国立大学、もし

くは公立大学で薬学部が必要なんだということを

もっと強く打ち出さないといけないんじゃないかな

と私は思ってるんですね。県外に行って６年間、実

は私の息子も県外に今度進学することが決まったん

ですけれども、授業料だ、家賃だとか、いろいろ考

えていくとですね、なかなか行きたくても行けない

という方々も多いのです。だから、県内でどうして

も今後の医療人材を育てていく上でも、絶対にこれ

は必要なんだということをしっかりとつくり上げら

れるぐらいの調査をしていただいて、そしてまた各

大学ともお話をしていただきたいなというふうに思

いますので、これはどうぞよろしくお願いします。

この案件は終わりましょうね。

先ほど、若年妊婦の支援についてということです

けれども、今現在、過去はたしか２倍ぐらい、10代

の妊婦さん多いよという話があったんですけど、今

はどういう感じになってますかね。

○国吉悦子地域保健課長 令和２年度現在、沖縄県

は1.9％ですけれども、全国は0.8％と、いまだに高

い状況ではあります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

そこでちょっと伺いたいのは、今、こういった10代

での妊娠をするという女性の方々がいますけど、ど

ういう環境にあるんですかね、家庭環境とか。そう

いうのは調査されていますか。

○国吉悦子地域保健課長 妊娠届出のその調査表か

ら背景をちょっと見ているんですけれども、未婚の

方が、全体―この若年と全体で比較しているんです

けれども、19歳以下の方は83％ということで、全体

は18.1％です。かなり未婚が多いというのと、あと

は経済的な困難。これももう本人がやや苦しいとか、

大変苦しいと感じていると記載をした方ですけれど

も、そこも27.3％、妊婦全体では14％ということ。

あとは仕事なんですけれども、就職もこの常勤は19歳

以下は13.6％、全体は56.5％働いています。あとは

パートが25.8、一般の方は19.2という形で、これは

19歳以下が高いです。パートナーの職業についても

パートのほうが高いとかですね。状況はそういう形

で把握しております。

○新垣淑豊委員 未婚の方が多いということは、多

分御家族でね、その多世帯の住居で住まわれていた

りすると思うんですけれども、なかなか多くの世代

が一緒に住んでいると、こうプライバシーとかもな
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かなかなくなっちゃったりするという話です。産前

産後の支援をしている団体さんもあると思うのです

が、県内で今そういった団体というのは幾つあるん

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 出産されて、その後も少

しケアが必要ということで、産後ケアを利用する病

院、医療機関とか、あと助産師、助産院とかになる

んですけれども、県内では今21か所の部分で関わっ

ていただいております。

○新垣淑豊委員 ちなみにその家庭環境、例えば、

家庭内暴力があったりとかですね、そういったとこ

ろからちゃんと守ってくれるような、そういう公的

な、シェルターのような支援施設というのはあるん

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 那覇市や、また県の施設

とかですね、それはあります。

○大城玲子保健医療部長 委員御質問の件は福祉の

領域ともかぶる部分がありまして、福祉部では女性

相談所であるとか、あとまた民間のシェルターをやっ

ていらっしゃるところもあったり、また若年母子の

居場所という形で就労支援なども一緒にやっている

ところもありますので、そういうところと、県の今

やっている若年妊産婦の支援事業をうまくつないで

いって、必要な支援が受けられるような対策という

のが重要かと考えております。

○新垣淑豊委員 本当におっしゃるとおりで、なの

で例えば、こういった課題をお話をするときは、ぜ

ひですね、子ども生活福祉部も一緒にお話を聞く機

会があったらなというふうに思います。これはもう

要望として上げたいと思います。

あとですね、私、別に10代で妊娠をして出産をす

るというのが悪いというわけではないと思っていま

す。これを多分、望んでやる方もいらっしゃると思

うんですけど、ただその今、全国的に沖縄県は率が

高い、その背景を見ると、少し荒れているところが

多いということを考えたときに、望まないというか

ですね、できてしまったというようなことを低減す

るためには、どういうことを考えて、今、県として

はやっているんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 沖縄県では、できるだけ

安全な時期に妊娠、出産が行われるようにというこ

とで、養護教諭を中心になんですけれども、研修会

を開催いたしまして、安全なライフプランの勧めと

かですね、妊娠が安全・安心で行われるように、適

齢期の部分も含めて子供たちに伝えていってほしい

ということで、健康教育等の研修会を開催したりし

ております。

○新垣淑豊委員 教育委員会とも連携をしていると

いうことで、やっぱりこれは本当にいろんなところ

とのつながりが必要だと思いますので、またこれも

一緒にお話を聞く機会があったらなといいと思って

おりますので、よろしくお願いします。

ということで、私は以上です。終わります。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

事項別積算内訳書に基づいて質疑をいたします。

18ページ、感染対策費の中のはしか等輸入感染症緊

急特別対策事業。これは次年度からゼロになってお

りますけれども、今の現状とそのなくなった理由を

お願いいたします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

はしか等輸入感染症緊急特別対策事業につきまし

ては、平成30年に外国人観光客をきっかけに県内で

はしかが流行したことを受け、はしかの流行の未然

防止等を目的として、平成31年度から３年間、県民

のはしか抗体検査費用及びＭＲワクチン接種費用の

補助を実施するような事業となっております。

事業開始以降、県内ではしかの流行が現在も確認

されておらず、事業目的を達成していると考えてい

ることから、当初の予定どおり令和３年度で事業を

終了するとしたため、減額、ゼロという、次年度の

予算が減額されているということになっております。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

では次、33ページの精神医療費の中のひきこもり

ピアサポーター活用支援事業、これもゼロになって

おりますけれども、これに代わる事業、統合された

のでしょうか。事業内容と説明をお願いいたします。

理由ですね。

○国吉悦子地域保健課長 お答えします。

ひきこもりピアサポート活用支援事業では、ひき

こもり状態にある本人や家族が安心して支援機関を

利用し、それぞれの状況に応じた支援が受けられる

よう、ＳＮＳやビデオ通話等、オンラインによる本

人の居場所づくりや家族同士の交流の場づくり、当

事者、ピアサポーター等による支援を実施しており

ます。

当該事業は、国庫補助事業である新型コロナウイ

ルス感染症セーフティネット強化事業の細事業とし

て実施しておりますが、当該細事業が令和３年度で

終了することから、令和４年度は同補助事業に新設

された細事業で、ひきこもり支援体制構築加速化事
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業を活用しまして、支援を継続することとしており

ます。

○石原朝子委員 関連して、県内のこのひきこもり

はどういった現状になっておりますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 ひきこもり専門支援セン

ターで相談を受けておりますけれども、今年度、令

和３年度の相談の実人員で237名いらっしゃいます。

延べ人員としては1443件ということで、これは令和

３年度の12月時点の結果でございます。

○石原朝子委員 これは年齢層でいいますと、どう

いった年齢層が今、特徴的に出ていますでしょうか

ね。

○国吉悦子地域保健課長 年齢は30代の方が一番多

くて、40代、次に20代と続いております。

○石原朝子委員 この事業で大分改善されているん

でしょうか。それとも、それによってまだまだここ

には力を入れていかないといけない現状なんでしょ

うかね。

○国吉悦子地域保健課長 このひきこもりピアサ

ポーター事業は今年度からの事業でありまして、今

８回ほどですね、オンラインでイベントを開催しま

して、82名の方が参加されております。徐々にその

参加者数が増えてきておりますので、今後も引き続

き続けていく必要があると考えております。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

続きまして、47ページの母子保健推進費で、特定

不妊治療費助成事業、それと不育症検査費助成事業

が、それぞれ予算が減額されておりますけれども、

その減額理由と現状、今年度の実績見込みをお願い

します。

○国吉悦子地域保健課長 特定不妊治療費助成事業

につきましては、保険適用外となっています体外授

精と顕微授精にかかる治療費の一部を助成するもの

であり、令和４年度予算は１億5057万3000円を計上

しております。令和３年度予算の６億9636万3000円

と比べると、５億4579万円、78.4％の減額となって

おります。

減額となった理由としましては、令和４年４月か

ら特定不妊が保険適用に移行するためです。そのた

め、年度をまたぐ特定不妊治療については経過措置

が必要であることから、その分を補助するものとし

て減額されております。

実績としましては、那覇市も含めて、令和２年度

は1781件でございます。

続けて、不育症検査費用助成事業は、保険適用を

見据え、先進医療として実施される不育症検査に要

する費用の一部を助成するものであり、令和４年度

予算としては485万円を計上しております。令和３年

度予算の1960万円からは1475万円、75.3％の減額と

なっております。

こちらの減額となった理由としましては、不育症

検査費用助成事業は令和３年度に新規で立ち上げた

事業であり、令和３年度の実績を踏まえて、事前に

医療機関に調査を行った上で積算したことによって、

減額をしております。令和３年度の実績としまして

は、現在１件でございます。

以上です。

○石原朝子委員 ありがとうございます。不育症の

場合はまだ１件ということで、分かりました。

次ですね。50ページ、妊婦乳児健康診査費、これ

も大分減額されていますけれども、補助金がゼロに

なっていますけれども、その理由等をお願いいたし

ます。

○国吉悦子地域保健課長 当該事業は主に、新生児

聴覚検査に伴う費用を助成する内容となっており、

令和４年度予算811万2000円は、令和３年度予算

2254万円に比べ1442万8000円、64％の減となってお

ります。

減額となった理由としましては、新生児聴覚検査

体制整備事業にて、令和３年度は新生児聴覚検査の

推奨機器への切替えに対する補助金を計上しており

ましたが、県内の全ての分娩取扱機関で切替えが完

了したため、令和４年度は機器に対する補助金を減

額したことによるものです。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

57ページ、健康づくり事業推進費の中で、みんな

のヘルスアクション創出事業がゼロになって、生活

習慣病予防対策事業が新規で計上されておりますけ

れども、それは関係性あるんでしょうか。そこら辺、

説明お願いします。

○比嘉貢健康長寿課長 お答えします。

まず、みんなのヘルスアクション創出事業につき

まして、これも沖縄振興特別推進交付金を活用して

平成28年度から今年度、令和３年度まで実施する事

業で、来年度、令和４年度からこの生活習慣病予防

対策事業を行いますので、ヘルスアクションは前進

事業ということで、生活習慣病の後継事業というこ

とで次年度からスタートする内容となっております。

○石原朝子委員 すみません。ちなみにこのヘルス

アクション創出事業というのは、今年度事業は、ど

ういった事業で、実績等を教えていただければ助か



－451－

ります。

○比嘉貢健康長寿課長 この事業につきましては、

主に３つに分かれた事業として行っております。

まず一つ目として、健康情報発信事業ということ

で、今年度は動画コンテンツを今６本制作しており

ます。運動編であったり、食事、適度な飲酒、あと、

がん検診とか、生活習慣病の予防に向けたような、

コンテンツを作りまして、今公表しているところで

あります。またそのほかに、今年度11月以降、ゆい

レールにビジュアル広告を掲げて、あとコンビニ等

でのそういったＰＯＰ等をやるなど、また、今年の

うちから使えるうちなー予防めしカレンダーなどの

製作、あと健康づくりのイベントなどの各種健康情

報発信をしている事業が一つあります。

２つ目として、やはり働き盛り世代の健康が課題

でありますので、健康セミナーという形で今年度は

ちょっとコロナ禍でありましたのでオンラインとな

りましたけど、２回開催させていただいたところで

あります。

３つ目としては、健康教育として、やはり食育の

課題がありますので、中小企業等へ出向きまして出

前教育という形での健康教育事業、一応今年度予定

として大体20社程度に取り組むという形の事業を進

めているところです。

以上です。

○石原朝子委員 分かりました。

ちょっと戻ってよろしいでしょうか。先ほどの妊

婦乳児健康診査事業費の中の県内の新生児の聴覚検

査の補助が一部助成っていうのは、ちょっと資料を

忘れたんですけれども、県内で実施している市町村

は６か所分でしたか。

○国吉悦子地域保健課長 ８か所にございます。

○石原朝子委員 これをできれば全市町村で希望す

る方がいれば、この助成を受けられるようなことが

できないんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 こちらは市町村に財政措

置されている部分でありますので、県としましても、

できるだけ全市町村が補助ができるように今後調整

をもう少し進めていきたいと思っております。

○石原朝子委員 県内はそういう検査率が高いと聞

いてますけれども、やはり全ての子供たちが希望す

るのであれば受けられるような一部助成があれば、

本当に全員が受けられる、そして早期に対応して治

療ができる体制は、県のほうからもまだ実施されて

いない市町村に働きかけをぜひしていただきたいな

と思います。やはり出生率の高い沖縄ですから、早

期発見をし、早期治療して、早期療育をしていただ

きたいなと思います。

よろしくお願いします。

次、125ページの医師確保対策事業費の中になりま

すけれども、今回、県立病院専攻医養成事業、単独

事業が減額されてますし、県立病院医師確保環境整

備事業がゼロとなっておりますけれども、この２つ

の事業は統廃合されてないか、別の事業に置き換わっ

たんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 ほかの事業との兼ね合いが

確かにございます。県立病院専攻医養成事業は、県

立病院にその専攻医の養成を委託して、養成後は離

島・僻地の県立病院、また診療所のほうに配置をす

るということで医師不足解消を図る事業なのですが、

二本立てでありまして、県単独、要するに一般財源

でやってるほうが離島診療所に送る医師を養成する、

交付金を活用しているほうが北部、宮古、八重山の

県立病院に医師を派遣するための養成に係る経費で

ございまして、令和４年度は、この県単独分でやっ

ていた離島診療所に送る分のうち、県立中部病院と

それから南部医療センターで養成をしていただく経

費についても、もう一方の交付金事業のほうにシフ

トして、そちらのほうで、より交付金を活用させて

いただくというようなメニューに変えたものですか

ら、人員はこの単独事業が減り、そして交付金事業

が増えているという状況にあります。

それから、県立病院医師確保環境整備事業のほう

も交付金のほうで行っていった２つの事業を統合し

たことによりまして、もともとあった県立病院医師

確保環境整備事業と県立病院医師派遣補助事業の

２本を統合して１本にしたということで、こういう

形になっております。

○石原朝子委員 端的に聞くと、今年度予算額は次

年度も確保されているということなんでしょうか。

そこら辺はどうでしょうか。統合されて減額されて

ませんよね。

○宮城優医療政策課長 両方とも増えております。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

最後になりますけれども、133ページの地域医療対

策費、この地域医療介護総合確保事業というのが、

約２億減額されておりますけれども、事業の内容と

減額の理由をお願いいたします。

○宮城優医療政策課長 地域医療介護総合確保事業

のほうは、地域における医療、介護を総合的に確保

するため、都道府県計画で定める事業の経費として、
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国が３分の２、県が３分の１を負担して沖縄県地域

医療介護総合確保基金に積み立てるものでございま

す。なお、県負担分については、地方交付税措置が

行われているところであります。

減額の理由としましては、地方交付税措置の根拠

となる基礎数値が減となったことによりまして、基

金の積立金の積算が減となったことによるものでご

ざいます。基本的には、この事業自体は、要するに

国庫を受け入れるための事業でございまして、それ

で積み立てた基金を用いて、また別途、令和４年度

で申し上げますと、43事業ほど、この基金を用いて

事業化しているということでございます。

○石原朝子委員 分かりました。

以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、保健医療部関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑の順番でお願いいたします。

それでは、１件しかありませんので、新垣淑豊委

員から、説明をお願いいたします。

○新垣淑豊委員 記載されておりますように、今回

子供の貧困対策事業の予算確保と、これは増額をさ

れたということでありますけれども、やはり補助率

の決定、これが非常に問題だなと思っています。各

市町村が、実行者が補助率が下がったということで

なかなか使いづらい予算になるんじゃないかという

ことを危惧しておりまして、それに対して沖縄県と

してしっかりと働きかけをしたのかということを知

事に確認をさせていただけたらなというふうに思っ

ております。

以上です。

○末松文信委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

次に、総括質疑に係る予算特別委員会における総

括質疑についての意見交換及び当該事項の整理等に

ついて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、子供の貧困対策事業の予算確保

の働きかけについて報告することで意見の

一致を見た。）

○末松文信委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月15日 火曜日 正

午までにタブレットに格納することにより、予算特

別委員会委員に配付することになっております。

予算特別委員の皆様は、３月16日 水曜日に総括

質疑の方法等について協議を行う予定になっており

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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